
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

総務建設常任委員会記録 
 

 

 

令和７年３月７日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

総務建設常任委員会 

３月７日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局職員、 

 審査案件--------------------------------------------------------------------1 

開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

 市長挨拶 

 委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管分の審査----------------------------------2 

（総務部・建設部・会計室所管分） 

補足説明（総務部長、総務部理事、建設部長、会計管理者） 

質疑（塚本崇委員、安藤薫委員、藤浦雅彦委員） 

 散会の宣告-----------------------------------------------------------------61

 

 

 



- 1 - 

 

総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和７年３月７日（金）午前１０時 １分 開会 

             午後 ４時３６分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 野 口  博   副委員長 南 野 直 司   委  員 藤 浦 雅 彦 

  委  員 安 藤  薫   委  員 三 好 義 治   委  員 塚 本  崇 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 嶋野浩一朗  副市長 山 本 和 憲 

市長公室長 平 井 貴 志  総務部長 石原幸一郎 

建設部長・道路交通課長事務取扱 永 田  享  消防長 松 田 俊 也 

総合行政委員会事務局長 溝 口 哲 也  総務部理事 丹 羽 和 人 

会計管理者兼会計室長 柳 瀨 哲 宏 

総務部副理事兼防災危機管理課長 辻  稔 秀 

総務部副理事兼財政課長 妹 尾 紀 子 

総務部副理事兼固定資産税課長 中 尾 昌 志 

建設部副理事兼建築課長 江 草 敏 浩 

建設部副理事兼道路管理課長 寺 田 満 夫  総務課長 真 鍋 伸 也 

資産活用課長 浅 田 明 典  情報政策課長 大 西 健 一 

市民税課長 石 坂 直 樹  納税課長 藤 原 英 昭  工事検査室長 宮 城 陽 一 

都市計画課長 藤 井 芳 明  水みどり課長 杉 山  剛 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 同局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  議案第１号 令和７年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第９号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第１０号）所管分  
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（午前１０時１分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから、総務建設

常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変に

お忙しいところ、総務建設常任委員会を開

催いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

 本日の案件でございますが、令和７年度

摂津市一般会計予算所管分の審査ほか１

５件についてでございます。 

 大変申し訳ございませんけれども、予算

議案の中で、介護保険特別会計におきまし

て、歳出予算に計上漏れがございました。

これによりまして、総務建設常任委員会で

御審議をいただく一般会計予算議案にお

きましても、一部修正を要する箇所がござ

います。誠に申し訳ございません。 

 このようなミスが生じましたことを深

くおわび申し上げますとともに、何とぞ慎

重審査の上、御可決を賜りますようよろし

くお願いを申し上げます。 

 私はこの場を一旦退席いたしますけれ

ども、控えておりますのでどうぞよろしく

お願い申し上げます。簡単でございますけ

れども、開会の御挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○野口博委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、塚本委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認めそのよ

うに決定いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。 

 本２件について補足説明を求めます。 

 最初に、石原総務部長。 

○石原総務部長 議案第１号、令和７年度

摂津市一般会計予算のうち、防災危機管理

課分を除く総務部の所管につきまして、目

を追って主なものを補足説明させていた

だきます。 

 まず、歳入でございますが、予算書の２

０ページ、款１市税、項１市民税、目１個

人は前年度に比べ６億２，４００万円の増

額でございます。 

 目２法人は前年度に比べ１億８，４９０

万円の増額でございます。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は前年

度に比べ１億４，８８０万円の増額でござ

います。 

 目２国有資産等所在市町村交付金及び

納付金は、前年度と同額でございます。 

 項３軽自動車税、目１環境性能割は前年

度と同額でございます。 

 目２種別割は前年度に比べ２６０万円

の増額でございます。 

 次に２２ページ、項４市たばこ税は前年

度に比べ１,０００万円の増額でございま

す。 

 項５都市計画税は前年度に比べ９４０

万円の増額でございます。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税

は前年度に比べ３００万円の減額でござ

います。 

 項２自動車重量譲与税は前年度に比べ

３００万円の減額でございます。 
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 次に２４ページ、項３森林環境譲与税は

前年度に比べ９０万円の減額でございま

す。 

 款３利子割交付金は前年度に比べ２，２

５０万円の増額でございます。 

 款４配当割交付金は前年度に比べ４，１

００万円の増額でございます。 

 款５株式等譲渡所得割交付金は前年度

に比べ３，０００万円の増額でございます。 

 次に２６ページ、款６法人事業税交付金

は前年度に比べ３，０００万円の増額でご

ざいます。 

 款７地方消費税交付金は前年度に比べ

１億円の増額でございます。 

 款８ゴルフ場利用税交付金は前年度に

比べ３０万円の減額でございます。 

 款９環境性能割交付金は前年度に比べ

１，１００万円の増額でございます。 

 次に２８ページ、款１０地方特例交付金

は前年度に比べ３億９，４００万円の減額

でございます。 

 款１１地方交付税は前年度に比べ５億

４，０００万円の減額でございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金は前年

度と同額でございます。 

 次に、３０ページ、款１４使用料及び手

数料、項１使用料、目１総務使用料は、庁

舎施設等使用料でございます。 

 目５土木使用料は市営住宅使用料及び

市営住宅用地使用料でございます。 

 次に３２ページ、項２手数料、目１総務

手数料は税務諸証明手数料、税務督促手数

料及び審査請求提出書類等写し等手数料

でございます。 

 次に３４ページ、目４土木手数料は自動

車保管場所使用承諾証明手数料でござい

ます。 

 次に３８ページ、款１５国庫支出金、項

２国庫補助金、目１総務費国庫補助金はデ

ジタル基盤改革支援補助金及び番号制度

システム整備費補助金でございます。 

 次に４２ページ、項３委託金、目１総務

費委託金は、基幹統計調査委託金及び統計

調査員確保対策事業委託金でございます。 

 次に４４ページ、款１６府支出金、項２

府補助金、目１総務費府補助金は大阪府ス

マートシティ戦略推進補助金でございま

す。 

 次に５０ページ、項３委託金、目１総務

費委託金は府税徴収事務委託金でござい

ます。 

 次に５２ページ、款１７財産収入、項１

財産運用収入、目１財産貸付収入は土地貸

付収入でございます。 

 目２利子及び配当金は各種基金利子で

ございます。 

 項２財産売払収入は土地売払収入でご

ざいます。 

 款１８寄附金は一般寄附金でございま

す。 

 次に５４ページ、款１９繰入金、項１特

別会計繰入金は前年度と同額でございま

す。 

 項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入

金は前年度に比べ３億２５０万６，０００

円の増額でございます。 

 目２公共施設整備基金繰入金は前年度

に比べ６億８，７５５万５，０００円の増

額でございます。 

 款２０諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料は前年度と同額でございます。 

 次に５６ページ、項４雑入、目１滞納処

分費は前年度と同額でございます。 

 目２雑入は市町村振興協会交付金など

でございます。 

 次に６２ページ、款２１市債は前年度に
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比べ３０億４，６９０万円の増額でござい

ます。なお、令和７年度発行予定の市債の

内訳といたしまして、目１総務債は味生コ

ミュニティセンター（仮称）建設事業債、

鳥飼書庫解体事業債及び借換債でござい

ます。 

 目２民生債はとりかいこども園建設事

業債でございます。 

 目３衛生債は斎場火葬炉設備改修事業

債でございます。 

 目４土木債は千里丘２８号線道路改良

事業債、道路整備事業債、橋梁長寿命化修

繕事業債、交通安全対策事業債、千里丘三

島線道路改良事業債、排水路ポンプ場施設

整備事業債、味舌ポンプ場水路系施設高圧

受電設備整備事業債、阪急京都線連続立体

交差事業債、千里丘駅西地区再開発事業債、

及び借換債でございます。 

 目５消防債は消防本部車両整備事業債、

消防団車両等整備事業債及び情報収集伝

達体制整備事業債でございます。 

 目６教育債は小学校通用門改修事業債、

中学校通用門改修事業債、小学校屋内運動

場空調設備整備事業債、千里丘小学校建設

事業債、小学校外壁等改修事業債、借換債

及び図書館トイレ改修事業債でございま

す。 

 目７臨時財政対策債は借換債でござい

ます。 

 借入限度額及び借入方法につきまして

は、９ページの第３表地方債に記載のとお

りでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、６８

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

１一般管理費は７４ページまでに記載の

とおり、内部事務に係る経費などでござい

ます。 

 目２文書広報費は郵送や印刷事務に係

る経費などでございます。 

 次に７６ページ、目４財産管理費は庁舎

や集会所に係る維持管理経費などでござ

います。 

 次に８０ページ、目９電子計算費は庁内

等の電子計算処理に係る経費でございま

す。 

 次に８８ページ、目１６諸費は地区集会

所補修費補助金でございます。 

 目１７財政調整基金費及び目１８公共

施設整備基金費は、各種基金利子を積み立

てるものでございます。 

 項２徴税費、目１徴税総務費及び９０ペ

ージ、目２賦課徴収費は税務事務に係る経

費でございます。 

 次に、１００ページ、項５統計調査費、

目１統計調査総務費は、統計調査に係る経

費でございます。 

 目２基幹統計調査費は、各種基幹統計調

査に係る経費でございます。 

 次に１７０ページ、款７土木費、項５住

宅費、目１住宅管理費は市営住宅の管理に

係る経費でございます。 

 次に２０８ページ、款１０公債費、項１

公債費、目１元金は前年度に比べ８億４，

９８７万８，０００円の増額でございます。 

 目２利子は前年度に比べ４，６７９万４，

０００円の増額でございます。 

 款１１予備費は前年度と同額でござい

ます。 

 以上、令和７年度摂津市一般会計予算の

補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

防災危機管理課分を除く総務部の所管分

につきまして、補足説明をさせていただき

ます。 

 まず初めに、８ページから９ページ、第
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４表地方債の補正をご覧ください。 

 変更につきましては、市立身体障害者・

老人福祉センター外壁等改修事業、学童保

育施設増設事業、車両整備事業、道路整備

事業、橋梁長寿命化修繕事業、交通安全対

策事業、阪急京都線連続立体交差事業、千

里丘駅西地区再開発事業、千里丘小学校建

設事業及び中学校給食センター建設事業

に係る起債の限度額を変更するものでご

ざいます。 

 次に、歳入でございますが、１４ページ、

款１市税、項１市民税、目１個人、項２固

定資産税、目１固定資産税及び項５都市計

画税、目１都市計画税につきましては、当

初予算において見込んだ金額より増加と

なる見通しから４億１００万円増額して

おります。 

 款１１地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税につきましては、国の補正予

算に伴う普通交付税の追加交付により、３

億１，６５７万１，０００円増額しており

ます。 

 次に１６ページ、款１５国庫支出金、項

２国庫補助金、目１総務費国庫補助金につ

きましては、デジタル基盤改革支援補助金

を１，１８７万３，０００円減額し、デジ

タル田園都市国家構想交付金を２８４万

８，０００円減額しております。 

 次に１８ページ、項３委託金、目１総務

費委託金につきましては、基幹統計調査委

託金を２０万６，０００円減額しておりま

す。 

 次に２０ページ、款１６府支出金、項２

府補助金、目１総務費府補助金につきまし

ては、大阪府スマートシティ戦略推進補助

金を１４２万４，０００円減額しておりま

す。 

 次に２２ページ、款１８寄附金、項１寄

附金、目１寄附金につきましては、一般寄

附金を４２２万２，０００円増額しており

ます。 

 款１９繰入金、項２基金繰入金、目２公

共施設整備基金繰入金につきましては、２，

６３９万５，０００円減額しております。 

 次に２４ページ、款２１市債、項１市債、

目２民生債、市立身体障害者・老人福祉セ

ンター外壁等改修事業債及び学童保育施

設増設事業債につきましては、事業費の減

額に伴い、市債発行額を減額変更しており

ます。 

 目４土木債、車両整備事業債、道路整備

事業債、橋梁長寿命化修繕事業債、交通安

全対策事業債、阪急京都線連続立体交差事

業債及び千里丘駅西地区再開発事業債に

つきましては、事業費の減額に伴い市債発

行額を減額いたしております。 

 目６教育債、千里丘小学校建設事業債に

つきましては、国庫補助金が増額したこと

に伴い、市債発行額を増額変更しておりま

す。中学校給食センター建設事業債につき

ましては、事業費の減額に伴い、市債発行

額を減額変更しております。 

 続きまして歳出でございますが、２６ペ

ージから３０ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目１一般管理費、目２文書広報

費、目４財産管理費及び目９電子計算費に

つきましては、決算見込みにより減額する

ものでございます。 

 目１８財政調整基金費につきましては、

今回の補正財源を調整するため、歳入歳出

の差額を積み立てるものでございます。 

 次に３２ページ、項２徴税費、目１税務

総務費及び目２賦課徴収費につきまして

は、決算見込みにより減額するものでござ

います。 

 次に３６ページ、項５統計調査費、目１
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統計調査総務費及び目２基幹統計調査費

につきましては、決算見込みより減額する

ものでございます。 

 次に６０ページ、款１０公債費、項１公

債費、目１元金及び目２利子につきまして

は、決算見込みにより減額するものでござ

います。 

 以上、議案第９号、令和６年度摂津市一

般会計補正予算（第１０号）の補足説明と

させていただきます。 

○野口博委員長 続いて、丹羽総務部理事。 

○丹羽総務部理事 それでは、議案第１号、

令和７年度摂津市一般会計予算のうち、総

務部防災危機管理課に係る事項につきま

して、予算書の事項別明細書の目を追って、

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 予算書４０ページ、款１５国庫支出金、

項２国庫補助金、目５消防費国庫補助金は、

地域版防災マップの作成及び避難所表示

板の製作に係る社会資本整備総合交付金

でございます。 

 次に歳出でございます。 

 ８０ページから８２ページ、款２総務費、

項１総務管理費、目１０防犯対策費は、防

犯カメラ及び防犯灯の設置や維持管理な

ど、防犯施策に係る経費でございます。 

 １７８ページから１８０ページ、款８消

防費、項１消防費、目４災害対策費は、自

主防災組織が防災に関する活動を行うた

めに必要な物品の支給、避難所等に配布す

る備蓄用品の追加配備及び更新、防災行政

無線の維持管理及び屋外スピーカーの移

設、統合防災演習を実施、マンホールトイ

レ整備に係る負担金など防災施策に係る

経費でございます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

総務部防災危機管理課に係る事項につき

まして、補正予算の目を追って、その主な

内容について補足説明をさせていただき

ます。本件は歳出に係る事項のみとなって

おります。 

 ３０ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１０防犯対策費は、防犯カメラリー

ス料及び防犯灯設置工事について、入札に

よる差金等により減額をいたしておりま

す。 

 以上、議案第１号、令和７年摂津市一般

会計予算及び議案第９号、令和６年度摂津

市一般会計補正予算（第１０号）のうち総

務部防災危機管理課所管分の補足説明と

させていただきます。 

○野口博委員長 続いて、永田建設部長。 

○永田建設部長 議案第１号、令和７年度

摂津市一般会計予算のうち、建設部が所管

しております事項につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明させていた

だきます。 

 まず歳入でございます。 

 予算書３０ページ、款１４使用料及び手

数料、項１使用料、目４農林水産業使用料

は法定外水路占用料でございます。 

 目５土木使用料のうち、道路占用料、３

２ページ、公園占用料、駐車場用地使用料

でございます。 

 項２手数料、目１総務手数料のうち、道

路管理課の諸証明手数料でございます。 

 ３４ページ、目３農林水産業手数料のう

ち、水道敷地境界明示手数料及び水路敷地

謄本交付手数料でございます。 

 目４土木手数料のうち、道路敷地境界等

明示手数料や諸証明手数料、開発許可等手

数料などでございます。 

 ３８ページ、款１５国庫支出金、項２国
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庫補助金、目４土木費国庫補助金のうち、

老朽化対策や、４０ページ、耐震改修補助

金などの社会資本整備総合交付金などで

ございます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、耐震改修補

助金や都市再生地籍調査委託補助金、権限

移譲交付金などでございます。 

 ５０ページ、項３委託金、目２土木費委

託金のうち、河川環境整備工事委託金や建

築基準法施行事務取扱委託金などでござ

います。 

 ５２ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、道路

交通課の土地貸付収入でございます。 

 目２利子及び配当金のうち、緑化基金利

子でございます。 

 ５４ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目５緑化基金繰入金は、緑化推進事

業への緑化基金繰入金でございます。 

 ６０ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち建築確認申請者負担金や

自転車自動車駐車場指定管理者納付金な

どでございます。 

 次に歳出でございます。 

 １４８ページから１５０ページにかけ

て、款５農林水産業費、項１農業費、目４

農業水路費は、施設管理業務委託料や神安

土地改良区負担金などでございます。 

 １５４ページから１５６ページにかけ

て、款７土木費、項１土木管理費、目１土

木総務費のうち土木維持作業業務委託料

などでございます。 

 目２交通対策費は、指定管理者への駐車

場管理委託料や公共施設巡回バス運行管

理業務委託料などでございます。 

 １５８ページ、項２道路橋りょう費、目

１道路橋りょう総務費は千里丘駅前広場

管理委託料や現況平面図等修正及び認定

道路網図作成委託料などでございます。 

 １６０ページ、目２道路維持費は、道路

維持に係る修繕料や道路維持工事などで

ございます。 

 目３交通安全対策費は、交通安全対策工

事や千里丘三島線道路改良事業に係る土

地購入費などでございます。 

 １６２ページ、項３水路費、目１排水路

費のうち、ポンプ場施設等維持管理業務委

託料や、味舌ポンプ場水路系施設高圧受電

設備設置工事などでございます。 

 １６４ページ、項４都市計画費、目１都

市計画総務費のうち、耐震改修促進計画改

定委託料、１６６ページ、多世代同居・近

居支援補助金などでございます。 

 目２街路事業費のうち、都市計画課の都

市景観事業に係る報償金などでございま

す。 

 １６８ページ、目３緑化推進費は、摂津

市緑化推進連絡会補助金などでございま

す。 

 目４公園管理費は公園維持管理委託料

や３号街区公園整備工事などでございま

す。 

 １７８ページ、款８消防費、項１消防費、

目３水防費は、淀川右岸水防事務組合負担

金などでございます。 

 以上、建設部の所管いたします予算内容

の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち

建設部が所管しております事項につきま

して、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。 

 まず歳入でございます。 

 補正予算書の１８ページ、款１５国庫支

出金、項２国庫補助金、目４土木費国庫補
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助金のうち、道路メンテナンス事業補助金

や狭隘道路拡幅整備助成金などに係る社

会資本整備総合交付金を国からの内示に

合わせ補正するものでございます。 

 ２０ページ、款１６府支出金、項３委託

金、目２土木費委託金は、河川環境整備工

事委託金の額確定に伴い補正するもので

ございます。 

 次に歳出でございます。 

 ４８ページ、款５農林水産業費、項１農

業費、目４農業水路費は、用排水路改修負

担金などの年度末見込額を補正するもの

でございます。 

 ５０ページ、款７土木費、項１土木管理

費、目１土木総務費は、電子複写機レンタ

ル料の年度末見込額を補正するものでご

ざいます。 

 目２交通対策費は、土地借上料などの年

度末見込額を補正するものでございます。 

 項２道路橋りょう費、目１道路橋りょう

総務費は機械器具費などの年度末見込額

を補正するものでございます。 

 目２道路維持費は、修繕料や道路維持工

事などの年度末見込額を補正するもので

ございます。 

 目３交通安全対策費は交通安全対策工

事などの年度末見込額を補正するもので

ございます。 

 ５２ページ、項４都市計画費、目１都市

計画総務費は、狭隘道路拡幅整備助成金な

どの年度末見込額を補正するものでござ

います。 

 目４公園管理費は、公園台帳作成委託料

などの年度末見込額を補正するものでご

ざいます。 

 以上、建設部の所管いたします補正予算

の補足説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 続いて、柳瀨会計管理者。 

○柳瀨会計管理者 引き続きまして、議案

第１号、令和７年度摂津市一般会計予算の

うち、会計室に係ります項目につきまして、

予算書の目を追って補足説明をさせてい

ただきます。 

 まず歳入でございます。 

 予算書５４ページ、款２０諸収入、項２

市預金利子、目１市預金利子は、歳計現金

等に係ります預金利子でございます。 

 続きまして、５６ページ、款２０諸収入、

項４雑入、目２雑入のうち、会計室分につ

きましては６１ページの中段に記載して

おります水道・下水道事業会計からの収入

でございますが、会計室にて支出いたしま

す指定金融機関派出窓口業務事務手数料

及び口座振替受付サービス手数料につき

まして、水道事業会計及び下水道事業会計

の負担分を収入するものでございます。 

 次に歳出でございます。 

 ６８ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１一般管理費のうち、会計室に係る

ものといたしましては、普通旅費、消耗品

費、印刷製本費でございます。 

 次に７４ページ、款２総務費、項１総務

管理費、目３会計管理費は、会計室の出納

事務に係る経費で、主なものは会計年度任

用職員１名の報酬、金融機関派出窓口業務

事務手数料や、口座振替手数料などの費用、

また、金融機関とのデータ伝送に係る回線

使用料などの経費でございます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

会計室に係る事項につきまして補足説明

をいたします。 

 補正予算書２８ページ、歳出でございま

す。 

 款２総務費、項１総務管理費、目３会計

管理費の補正につきましては、決算見込み
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による減額でございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 おはようございます。 

 それでは早速質問させていただきます。

少しページがいろいろ飛びますが、御容赦

ください。全部で２１点を予定しています。 

 まず１番目です。予算概要の２１０ペー

ジ、都市計画税の考え方についてです。 

 歳入は１６億９，５４０万円を見込んで

おります。歳出で約５０億３，０００万円、

市街地開発事業で約２８億３，３００万円、

地方債償還等で約２２億５００万円を見

込んでおりますが、まずはここの考え方に

ついてお教えください。 

 ２番目です。予算書の２０ページです。 

 個人市民税の予算見込みが令和６年度

分は定額減税があったので、約３億８，０

００万円余りの減収を見込んでおったか

と思うんですが、それを含んでも今回は２．

４億円ぐらい増加しております。その算定

根拠について、教えてください。 

 ３番目です。市債についてです。市債発

行を約６０億５，０００万円としており、

令和７年度の公債費の内訳を見ていると、

約１億７，８００万円の公債費の利子が発

生しております。約６０億５，０００円の

市債を発行した場合にどれぐらいの利子

を見込んでおられるのか、お伺いします。 

 ４番目です。予算書２８ページには、地

方交付税として６億円、前年度比較でマイ

ナス５億４，０００万円と見込まれており

ます。 

 その中で、少し話が飛ぶんですが、予算

書の６２ページを見ますと、臨時財政対策

債が約６億円発行の予定になっています。

これがほぼ借換債であるんですけども、令

和６年度の償還額が７億円余りあったの

が、令和７年度では１２億８，０００万円

の元金償還額になっています。そこがかな

り大きくなってきている部分についての

御説明をいただきたいと思います。 

 ５番目です。下水道事業会計繰出金です。

予算概要の１４ページです。 

 まずはこの中で、法定内と法定外の内訳

をお教えください。 

 ６番目、予算概要の２２ページになりま

す。情報管理事業です。 

 システム標準化対応業務委託料がござ

いますけども、今朝の閣議決定だとシステ

ム標準化に対しては５年間延長になりそ

うなニュースがありました。この基幹業務

の標準化について現状で移行困難なシス

テムをまずお教えください。 

 続いて、７番目はＤＸ推進事業について

要望させていただきます。 

 先日の代表質問の答弁ではフロントヤ

ードの改革が一番だというお話をいただ

いたかと思っております。ただ、個人的に

はＤＸの真髄というのは市民向けにはフ

ロントヤードだけども、今後行政の効率化、

限られたリソースによりいかに最大限で

パフォーマンスを発揮させるかという面

ではバックヤードの改革を進めていくこ

とが、このＤＸの真髄であろうと私は確信

しているわけです。このバックヤードの改

革ができないと自治体として今後苦しく

なっていくと、財政的にもリソース的にも

厳しくなっていく。自治体間競争にも勝て

なくなっていくというところで、バックヤ

ードの改革とやっぱり人材育成、これはほ

かの会派からもあったかと思うんですが、

こういったところに力を注いでいただき

たいと、要望させていただきます。 
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 続いて、８番目です。予算概要の２０ペ

ージ、市有財産管理事業の中で片田ハウス

解体工事、約２，５００万円程度の予算が

上がっております。財政がすごく逼迫して

いる中で、このタイミングで必ずやらなけ

ればならない事業なのかどうか。あえて今

解体しないといけないのかというところ

についてお伺いします。 

 ９番目です。ＦＭ推進事業です。 

 予算概要の２０ページで、施設点検委託

料について、令和７年度の取組を教えてく

ださい。 

 １０番目、戻りますけども、総務課、予

算概要の１６ページ、通信運搬費で約４，

４００万円を計上されております。これが

昨今の郵便料金の値上げもあるかと思う

んですが、増額されている理由について説

明をお願いいたします。 

 １１番目、予算概要３４ページです。 

納税事務事業で預貯金等取引照会サー

ビス導入委託料です。預貯金等取引照会サ

ービスというのがどのようなものかをお

教えください。 

 １２番目です。予算概要２４ページ、防

災危機管理課の所管分で、光熱水費が１，

８００万円で計上されています。令和５年

度の決算で、１，２４５万円なんです。防

犯灯設置工事の分は補正で１０２万円減

額されています。執行率が低いところにつ

いて御説明いただきたいと思います。 

 １３番目です。予算概要２４ページの防

犯カメラ設置事業で、２５台増やすとお聞

きしていますが、リース料は約１６５万円

の増額です。この増額で２５台分のリース

料と考えてよろしいのか、教えてください。 

 １４番目、予算概要１０８ページに飛び

まして、防災資機材及び備蓄用品整備事業

です。１，１００万円の増額になっていま

すから、物を増やすと思うんですが、どの

ようなものを増やされるのか、お教えくだ

さい。 

 １５番目、同じく１０８ページです。防

災行政無線屋外スピーカー移設委託料１，

１９２万４，０００円です。これは一体何

をどこへ移すのか、お伺いします。 

 続きまして建設部です。 

 １６番目、予算概要９４ページです。千

里丘三島線の土地購入費ですが、これは現

状の進行状況についてお教えください。 

 １７番目、同じく９４ページ、排水路施

設管理事業です。番田水門関連事業費とい

うものが費目として見えないんですが、ど

うなったのか、お聞かせください 

 １８番目、同じく９４ページ、味舌ポン

プ場水路系施設高圧受電設備設置工事で、

キュービクルの設置やと思います。僕の１

０年以上前の知識で申し訳ないんですけ

ど、キュービクルの設置にこれだけの金額

は高過ぎないかという気がするんですけ

ども、この内容について教えてください。 

 続いて１９番目です。９６ページで、都

市計画課の分なんですけども、３Ｄ都市モ

デル活用事業がなくなっています。これの

理由を教えてほしいと思います。 

 ２０番目、９６ページ、耐震改修促進計

画の内容についてお教えください。 

 ２１番目、１００ページ、３号街区公園

のところです。大屋根工事は令和７年度中

に終わると思われます。スケジュール感に

ついてと、いつから使用可能なのか、お教

えください。 

 以上２１項目と要望一つです。 

○野口博委員長 妹尾総務部副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、御質問に

お答えいたします。 

 質問番号１番、予算概要の２１０ページ、
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都市計画税の使途状況で、事業費と都市計

画税の関係の考え方でございました。 

 まず都市計画税は、都市計画の事業また

は土地区画の整理事業の費用もしくは下

水道事業などの整備に充てられる目的税

でございます。２１０ページに挙げており

ます市街地開発事業の部分につきまして

は、千里丘駅西地区再開発事業と阪急京都

線連続立体交差事業の事業費と地方債の

償還等の部分につきまして、下水道事業の

地方債の償還と以前の土地区画整理事業

などの地方債の償還の部分になります。 

 事業を実施する際には、財源の確保とい

うことで国費でありますとか、地方債の活

用ということと、この都市計画税の充当と

いったことを考えて事業の予算を考えて

いかないといけないところでございます。 

 ですので、都市計画税だけで一般財源を

賄うという状況にはなっておりませんけ

れども、この事業だけでなくて事業費全体

として、財源の確保を考えた形で事業実施

に向けて予算を考えていかなければなら

ないと思っております。 

○野口博委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 市民税に係ります２

番目の御質問に御答弁申し上げます。 

 予算書２０ページの個人市民税、令和６

年度当初予算額４６億２，２００万円につ

きましては、当初より定額減税の約３億８，

０００万円の減収を見込んだ金額でござ

いました。 

 今回、定額減税の影響を除いた令和７年

度増収見込額は前年度当初予算額比で約

２億５,０００万円と算定しております。 

 その要因としましては、令和６年度の納

税義務者数の増加や調定実績、また最近の

経済状況、今後の見通しを勘案して算出し

たものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは質問番号

３番、令和７年度の公債費を発行した場合

の利子をどれぐらい見込んでいるかのお

問いにお答えいたします。 

 令和７年度で実際に約６０億円発行し

た場合ということで中期財政見通しにお

いて金利は年２．５％の利率で仮定をして

計算をしております。その市債の内容によ

りまして借入の年数が５年から２５年ま

で、その事業によってそれぞれではござい

ますが、そういうことの中身を勘案します

と、今見込んでいるものにつきましては全

体で最終的に利子が約１７億円かかる見

通しで入れております。 

 続きまして、質問番号４番、予算書の６

２ページにあります臨時財政対策債の部

分で元金償還金部分が令和６年度では約

７億円が、令和７年度では約１３億円で、

借換債は６億２５０万円と、その関係性の

ところで申し上げますと、令和７年度の臨

時財政対策債の元金償還金のうち借換え

をいたしますので、そのうちの６億２５０

万円は借入れと償還額と同額で差引きゼ

ロといたします。返すけれども、借りると

いう形になりますので実質の元金償還額

は約６．８億円になり、令和６年度と比べ

ましてもそれほど大きいギャップがある

というわけではございません。 

 質問番号５番、予算概要の１４ページに

ございます下水道事業への繰出金のお問

いでございました。 

 令和７年度、繰出金の内容といたしまし

ては、今回法定外のものがございませんの

で、法定内のみの繰出金となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 大西課長。 
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○大西情報政策課長 質問番号６番につ

いてお答えをさせていただきます。 

 現在、本市の基幹２０業務の中で、生活

支援課の生活保護システムが移行困難シ

ステムとなっております。移行困難の理由

につきましては、現ベンダーの人的リソー

スが不足しているため令和７年度末での

標準化移行が困難であると、令和６年９月

に現ベンダーから報告を受けております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは質問番号

８、市有財産管理事業の片田ハウス解体工

事についてでございます。 

 片田ハウスにつきましては市民から寄

贈を受けた土地付の建物でございまして、

増築部分も含めまして建築されてから５

０年が経過しており、老朽化が著しい状況

でございます。 

 特に２階の状況は雨漏りがひどいこと

から、早急に解体を行いたいと考えており

ます。 

 なお、解体撤去後、更地となる土地につ

きましては約２５０平米ございまして、令

和８年度に売却することで歳入に充てた

いと考えております。 

 続きまして、質問番号９、ＦＭ推進事業

の施設点検委託料の内容についてでござ

います。 

 公共施設につきましては毎年度、施設点

検を行っているところでございますけれ

ども、その中で外壁とか屋上を点検するこ

とになっております。しかしながら建物の

形状によりまして確認が難しい部分がご

ざいます。そういった箇所をカメラ搭載の

ドローンで撮影して確認することで、より

精度の高い点検を行うことができると認

識しております。 

 今年度から実施しているものでござい

まして、かなり鮮明な画像で確認できると

いうことでございますので、次年度につき

ましても施設点検を行う中で必要と認め

られる箇所については引き続き実施して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 真鍋課長。 

○真鍋総務課長 質問番号１０番、郵送事

業の通信運搬費についてでございます。 

 通信運搬費の増額の理由についてです

が、委員が御指摘のとおり郵便料金が値上

げをされております。令和６年１０月に郵

便料金が値上げされたことを反映したも

のでございます。例えば、一番多く利用し

ている封書、こちらは８４円が１１０円と

なってございます。 

 それで令和５年度決算額や令和６年度

決算見込額を精査した結果、１９７万９，

０００円の増額となってございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは質問番号１１

番、納税課に関する質問にお答えをさせて

いただきます。 

 預貯金等取引照会サービスにつきまし

ては、現在納税課が金融機関に対して紙ベ

ース行っている口座照会業務を、一部デジ

タルで行えるようにするサービスとなっ

ております。 

 今後、金融機関の財産調査に係る業務を

効率化、迅速化し負担を軽減するために導

入を予定しております。 

 導入する課につきましては納税課と国

保年金課、生活支援課３課で予定しており

ます。なお、導入予定のサービスにつきま

しては、ｐｉｐｉｔＬＩＮＱ（ピピットリ

ンク）を予定しております。 
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 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 それでは質問番号１

２番、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業に関す

る御質問にお答えいたします。 

 令和５年度の光熱費でございますけど

も、こちらは国によります電気・ガス価格

激変緩和対策事業に基づく料金値下げが

ございまして、結果として光熱水費の予算

執行率は低くなりました。 

 したがいまして、令和７年度については

当該値下げがないものとした場合の電気

料金に加えまして新規に設置いたします

防犯灯の電気料金の増を見込んだ上での

予算でございます。 

 また令和６年度の防犯灯設置工事に係

る予算執行率の低さに関する御質問でご

ざいますが、防犯灯の設置につきましては

毎年自治連合会と赤十字奉仕団の合同総

会におきまして全自治会・町会へ防犯灯の

設置申請書をお配りさせていただきまし

て要望をいただくこととしておりますこ

とから、要望の多いか少ないかによりまし

て、予算の執行額は大幅に変動いたします。 

 令和６年度につきましては当初予算で

２５０万円を計上しておりましたが、要望

のありました１５件の新規設置と１１件

の照度アップを行いました結果、１０２万

７，０００円が不用額となって減額補正を

させていただいた次第でございます。 

 次に、質問番号１３番、防犯カメラのリ

ース料の増に関する御質問でございます。 

 令和７年度は２５台の防犯カメラを新

規に設置する予定をしております。令和６

年度にも新規で２５台を設置いたしまし

たけれども、スケジュール的なことで申し

上げますと、新年度に入りまして摂津警察

署と設置場所を協議し、入札、契約を経て

設置工事に着手する関係上、当該年度に設

置いたします防犯カメラのリース料とい

うのは、下半期のみの支払いとなります。

したがいまして、令和６年度に新規設置い

たしました防犯カメラのリース料が令和

７年度につきましては、半年分から１年分

に増えることと、令和７年度に設置する防

犯カメラのリース料として半年分が必要

になることにより、１６５万３，０００円

の増額の予算となるものでございます。 

 続きまして質問番号１４番、防災資機材

及び備蓄用品整備事業に関する御質問で

ございます。 

 災害時に避難所にて必要となる各種の

備蓄品の品目及び数量につきましては、大

阪府と府内の市町村で構成いたします大

阪府域救援物資対策協議会が作成してお

ります大規模災害時における救援物資に

関する今後の備蓄方針についてを基本と

しておりまして、毎年使用期限が到来する

備蓄品の更新を計画的に行っているとこ

ろでございます。 

 令和７年度については災害時の避難生

活の質を向上させるため従来の備蓄品目

に加えて新たに品目を追加するものです。 

主なものを具体的に申し上げますと、マン

ホールトイレ用のランタン、カセットコン

ロ、カセットコンロ用のボンベ、延長コー

ド、電源タップ、大人用おむつ、メガホン、

簡易ベッド、その他建設中のとりかいこど

も園に新規に備蓄を予定しております乳

児用・小児用のおむつ、それからお尻拭き、

使い捨て哺乳瓶、トイレットペーパーなど

がございます。 

 続きまして、質問番号１５番、防災行政

無線屋外スピーカーの移設に関する御質

問でございます。 

 災害時、住民の皆様にいち早く情報を伝
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達する手段の一つといたしまして、現在運

用を行っております防災行政無線でござ

います。現在運用中の旧三宅小学校運動場

のスピーカーについて、同敷地の南側にマ

ンションが建設されることに伴いまして

設置場所の変更を行うものでございます。 

 移設後の設置場所につきましては子育

て総合支援センター遊戯室の壁面を予定

しております。 

 以上です。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 １６番目の千里丘三島

線土地購入、現状の進行状況についての御

質問にお答えさせていただきます。 

 本事業につきましては、千里丘三島線ま

ちかど広場から十三高槻線と交差する交

差点までの３００メートルの区間の西側

に当たります。 

 そのうち、令和６年度で、一部、土地の

所有者から公有地の拡大の推進に関する

法律の届出がございました。 

 地権者の届け出ている部分につきまし

ては、区間としては１０８メートルの区間

になるんですが、公有地の拡大の推進に関

する法律の届けで出されている地権者が

４名ございまして、令和６年度においては、

土地の確定作業を進めておる状況でござ

います。 

 令和７年度におきまして、この方々の土

地につきまして買取りをしていくところ

で、令和７年度は土地購入費と移転補償費

を上げさせていただいております。土地の

確定作業の現場でも立会いをする中では

説明等もさせていただいて、内容は理解し

ていただいてるかとは思いますので、令和

７年度に向けて、その土地を確保していき

たいと考えております。 

 今の段階ではそういった状況でござい

ます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 それでは、１７番目

の番田水門に関係します御質問にお答え

いたします。 

 まず、令和６年度におきましては、番田

水門内水対策負担金を計上させていただ

いておりました。 

 この中には、鳥飼北部ポンプ場建設など

にかかる神安土地改良区への償還金負担

金と、安威川左岸ポンプ場建設に係る高槻

市、茨木市、島本町への償還金負担金が混

在しておりました。 

 また、令和６年度で計上いたしておりま

した番田水路事業償還金負担金、これらは

全て神安土地改良区への負担金になりま

す。 

 このほか、令和６年度に計上しておりま

した維持管理適正化事業分担金、用排水路

改修負担金も神安土地改良区への負担金

でした。 

 これらは、全て神安土地改良区への負担

金ですが、予算科目も事業も複数あって、

非常に分かりにくい状況で、予算執行上の

事務処理ミスを引き起こすおそれがある

と判断いたしまして、整理させていただき

ました。つまり、令和７年度の神安土地改

良区負担金に全て統合させていただいて

おります。 

 次に、１８番目の味舌ポンプ場の工事に

関係します御質問にお答えいたします。 

 現在、こちらの工事につきましては発注

手続中ですので詳細は控えさせていただ

きたいと思いますが、内容につきましては、

委員がお示しのとおり、キュービクルの設

置工事になります。 

 工事費が高いのではないかという御指

摘でございますが、設計労務単価で見まし
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ても１０年前から約１．５倍になっており

ますし、機器関係も近年の物価高騰の影響

は受けているものと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤井課長。 

○藤井都市計画課長 それでは、質問番号

１９番、３Ｄ都市モデル活用事業について、

なくなっている理由についての御質問に

答弁申し上げます。 

 現在、令和４年度より実施している３Ｄ

モデル活用事業において整備した、デジタ

ルツインシステムにより高度化した方法

で都市計画情報を公開しているところで

ございます。 

 令和７年度につきましては、事業名とし

ての記載はございませんが、一般事務事業

で予算を計上させていただいております。

３Ｄモデルのこれまでの取組がなくなっ

たわけではなく、近年の技術革新により開

発された無償で使用可能な、新たな地理情

報可視化プログラムを活用し、都市計画情

報を、引き続き、公開型ＧＩＳとして職員

自らの手でまた再構築して公開していく

ように考えてございます。 

 このことによって、これまでのサービス

水準につきましては維持しながら、経費の

削減を図ってまいりたいと考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 ２０番目の耐震改

修促進計画の改定についての御質問にお

答えさせていただきます。 

 本計画につきましては、平成２９年３月

に改定した計画の改定作業を進めるもの

で、現計画につきましては令和７年度まで

の計画となっております。 

 その計画の中で、大きな目標といたしま

して、住宅の耐震化率につきましては、こ

の改定前の数値なんですけど、平成２７年

度、その当時８１％であった耐震化率を、

令和７年度の目標値として９５％にする

という計画でございます。 

 この９５％につきましても、国の国土強

靱化計画及びそれに基づいた大阪府の耐

震改修計画に沿った形の目標で、現計画に

記載しております。 

 今回、改定の背景といたしましては、上

位計画であります国土強靱化計画が令和

５年に閣議決定されまして、それを受けた

形で大阪府の耐震改修計画が令和６年７

月より改定作業に入りまして、令和８年１

月から３月の改定に向けて、今、作業が進

められております。 

 本市の計画につきましては、令和７年度

及び令和８年度の２か年をかけまして、こ

の国土強靱化計画及び大阪府の改定され

ます新しい耐震改修計画を反映した形で

の改定作業を進めていく予定といたして

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 それでは、２１番目

の３号街区公園整備工事に関係します御

質問にお答えいたします。 

 スケジュールについてでございますが、

上半期に設計業務委託を発注いたしまし

て、地盤表面の整備に用いる材質を決定し、

積算を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 下半期に工事を予定しておりまして、現

段階では詳細に何月までということはお

答えできませんが、令和７年度中の完成を

目指しておりますので、令和８年度からは

御利用いただけるということで考えてお

ります。 
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 以上でございます。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 では、２回目の質問に入ら

せていただきます。 

 まず、都市計画税の使途状況についてで

す。これについては、少し切り口を変える

んですが、歳入が１６億９，５４０万円で

す。市街地開発事業に約５億９，７００万

円使われて、地方債償還等に約１０億９，

８００万円が使われると。さらに、地方債

償還等の予算額が約２２億５００万円あ

りまして、そのうちの特定財源として、地

方債が５億５，１００万円という考え方に

ついてです。 

 これを見ていると、都市計画税のうちの

３分の２が地方債の償還に充てられてい

て、さらに、借金を借金で返すという構図

になっているように見えるんですが、ここ

の考え方を教えてください。 

 続いて、個人市民税に関してです。 

 予算概要２００ページのところを見て

いただくと、市民１人当たりの税負担額が

書かれています。 

 令和６年度から令和７年度について、こ

このギャップが９，３７５円上昇している

んです。 

 ということは、それだけ我々も、市民に

税負担が増えるんですよと説明をしなけ

ればいけないので、ここの説明について、

教えていただきたいと思います。 

 ３番目です。 

 今回の市債発行、約６０億円の発行に対

して、利子が約１７億円という答弁をいた

だきました。今回の予算が成立しまして執

行された場合、実質公債費比率がどの程度

変化するのかという見込みを、現在分かる

範囲で教えてください。 

 ４番目です。 

 臨時財政対策債については、過年度分を

見ていますと、減少傾向のトレンドだと思

っておりますが、今後この減少傾向が続い

ていくものとして捉えていいのかどうか

についてお教えください。 

 ５番目です。 

 予算概要の下水道事業会計繰出金です

けども、全て法定内だとお答えいただきま

した。 

 ただ、一般会計からずっと繰り出しが続

いておりますので、財政が逼迫している中

で一般会計からずっと繰り出しを続けて

いる状況が正常なのかどうかというのは、

少し疑問に思うところがあります。水道料

金等々の議論も代表質問の中であったか

と思うんですが、下水道としての受益者負

担という考え方があんまり浸透していな

いのかという気もしますので、そこについ

て教えていただければ助かります。 

 ６番目、移行困難システムについてお教

えいただいたんですが、いつをめどに標準

化可能かということをお教えください。 

 ８番目、片田ハウスについてです。 

 この解体費用をかけて、来年度やらなけ

ればいけないですか。あと１年ぐらい先延

ばしができないんですかというところに

ついて、もう一度お教えください。 

 ＦＭに関してです。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランが出て

くる中で、ファシリティマネジメントとい

うのは本当に避けて通れないと思ってい

ます。この取組について、今後の公共施設

の再編をどう考えておられるのか、御答弁

いただければと思います。 

 続いて、１０番目、郵送事業です。 

 ８４円から１１０円にアップしたと、逆

に言えば、この時代に必ず郵送でなければ

ならないのかという疑問点もあります。こ



- 17 - 

 

の郵送自体の在り方というものも、一定、

考え方を改める時期かと思うんですが、そ

の辺の考え方を教えてください。 

 １１番、納税事務事業についてです。 

 預貯金等取引照会システムですけども、

どういうときに照会をかけるのか、事例が

あればお教えください。 

 ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業です。自治

会からの要望等も含めてということです。

これは要望にさせていただきますけども、

大通りなのにやっぱり怖い場所ってある

んです。急に自転車が出てきたりすること

もあって、無灯火の自転車はまだ結構いま

す。そういったことも含めて、設置の推進

について要望させていただきます。 

 防犯カメラについてもきちんと執行し

ていただいて、予定どおり増やしていただ

きたいというところで、これも要望にさせ

ていただきます。 

 １４番目です。 

 どんな物を増やすかというところで、品

目を増やしていくとお聞きしました。 

 発災時に一番困るのがトイレと聞いて

います。トイレは、あくまでマンホールト

イレとかはやっていただくにしても、やっ

ぱりトイレの備品は多めに見積もってお

くほうがいいんじゃないかと思うんです

が、その辺の考え方についてお考えをお聞

かせください。 

 スピーカーの移設については理解いた

しました。 

 新たにマンションが建ちますので、あの

位置であれば移設せざるを得ないと思い

ます。 

 これも要望になりますけども、以前から

言わせていただいているとおり、国からの

ものは音声をいじることができないと聞

いているんですけども、市からのものにつ

いては、聞き取りやすい音声をしっかり心

がけていただきたいと思っています。 

 特に聞き取りやすい音声帯、周波数帯と

いうのがありますので、そこをしっかり研

究していただいてやっていただきたいと

思っております。よろしくお願いします。 

 続いて、建設部に移ります。 

 千里丘三島線についてです。 

 いろいろと御苦労もあるかと思うんで

すが、地権者との信頼関係を結んでいただ

いて、着実に進めていただくように要望い

たします。 

 １７番目の排水路施設管理事業で、番田

水門関連事業をまとめたということで理

解いたしました。 

 番田水門も、総務建設常任委員会で視察

に行かせていただきました。溢水して数兆

円レベルの規模で被害が出るというシミ

ュレーションをされているところなので、

引き続き事業として行っていただくよう

にお願いします。 

 １８番目、高圧受電設備です。１０年前

の１．５倍だと理解いたしました。 

 注意していただきたいのは、キュービク

ルとかだと、やっぱりクレーンで吊ったり

とかあると思うので、事故のないようにだ

けお願いいたします。 

 ３Ｄ都市モデル活用事業です。これも一

般事務事業で計上されたということで、な

くなったわけではないと認識しました。３

Ｄ都市モデルであるとか、デジタルツイン

プラットフォームについては、何か費目と

して隠れてしまうと、もったいないという

か、僕的にはもっと力を入れていただきた

い部分でもあります。やっぱりそこは概念

としてしっかり建設部としても共有して

いただいて広く浸透させていただくと、も

っと汎用性の高いものになっていくと思
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いますので、よろしくお願いします。 

 国土強靱化計画が出てきたのが第２次

安倍政権のときかと思うんですが、これに

ついてもしっかりと進めていただくべき

ところは進めていただいて被災を抑えて

いただくというところでお願いいたしま

す。 

 ３号街区については、令和８年度から使

用可能ということで、これは本当に楽しみ

にしている事業でもありますので、しっか

りと皆さんの憩いの場となるようによろ

しくお願いします。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 ２回目の御質問に

御答弁申し上げます。 

 都市計画税の部分につきまして、都市計

画税の金額と充当先のところの地方債の

償還等に当たっている部分について、そち

らのほうが多いことと、あと、地方債償還

等の特定財源として地方債をまた充てて

いることについての考え方でございまし

た。 

 地方債償還等に都市計画税を充ててい

ることにつきましては、先ほども少し申し

上げましたが、事業を行う際に特定財源と

して地方債も活用しております。 

 ですので、事業のときにその地方債を活

用しなければ一般財源で充てることにな

るんですけれども、やはりそこは事業も大

きいですので、地方債を活用しまして、そ

の後、負担のない平準化といいますか、そ

ういうことも必要な部分でもございます。

本来は事業に充てる部分ですけれども、そ

れを地方債で賄っていたというところで、

地方債償還のときにはその事業分で充て

るという考え方はおかしくないと思って

おります。 

 地方債が入っている部分につきまして

は、先ほど臨時財政対策債のところで借換

えのお話もさせていただきました。この地

方債の部分も平準化を図る資本費平準化

債、いわゆる借換えをして、その後の地方

債償還の部分を平準化するという考え方

ですので、本来は地方債の償還に地方債は

充てられないんですけれども、借換えとい

う意味で、財源として載せております。そ

こは特に問題がない償還の形と考えてお

ります。 

○野口博委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 市民税に係ります質

問番号２番の２回目の御質問の御答弁を

させていただきます。 

 予算概要２００ページに掲載されてお

ります市民１人当たりの税負担額につき

ましては、負担の増加につながっていると

の御質問でございますが、税額の増減につ

きましては、所得の増加、控除の減少等、

課税所得金額の算出に至るその要因は、

様々ございます。 

 いずれにしましても、特に税額の増加に

つきましては、毎年、御質問もしくは御意

見もいただいており、個別に内容を確認さ

せていただいた上で、御説明をさせていた

だいております。これまでと同様、御理解

いただけるよう、説明に努めてまいりたい

と考えております。 

 なお、表中、項１の市民税に記載されて

いる数字につきましては、個人市民税と法

人市民税を合わせた数値の表示となって

おりますので、個人市民税分の税負担額で

申しますと、６万７５７円となり、前年度

比で７，２３２円の増額となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号３番、実質
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公債費比率への影響につきましての御質

問にお答えをいたします。 

 実質公債費比率自体は、元利償還金とか

公営企業に対する繰出金などの準公債費

から交付税に算入されている基準財政需

要額等を差し引いたものが標準財政規模

などに対して、どの程度の割合になるかと

いうことを見るものとなっております。 

 令和５年度決算では、３年平均で、現在

のところ０．４％マイナスとなっておりま

す。 

 しかし、令和７年度に多額の地方債を発

行した場合、交付税の措置がどの程度ある

かどうかで数値が変わってくるものでは

あると思うんですけれども、今後やはり地

方債の発行が増えて償還金が増えること

になってまいりますと、この実質公債費比

率はプラスになる可能性は高くなると見

ております。 

 質問番号４番で、臨時財政対策債の今後

の傾向をどう見ているかですが、令和７年

度では、臨時財政対策債自体の新規発行と

いうのはない地方財政計画となっており

ます。 

 これはもともと、普通交付税は国の法定

率で地方の財源不足を賄うというような

ところがございます。長らく財源不足額を

この臨時財政対策債で地方が市債を発行

して、その元利償還金は普通交付税の基準

財政需要額で見るというような、後から財

源不足額が乗ってくるような形になって

おりました。 

 今回につきましては、そうではなくて、

普通交付税のみで財源不足額を見てもら

う形になっておりまして、国税等の状況が

多くなってきている部分で、普通交付税の

みで財源不足が賄える、対応してもらえる

ということになっているかと思います。こ

の状況が続くのであれば、臨時財政対策債

の新規発行はなくなっていくと考えてお

るところでございます。 

 あと、質問番号５番で、下水道事業への

繰出金、基準内でもしていく必要があるか

ということでございます。雨水の対策につ

いては、本来、一般会計でもやるべきであ

るということがありますので、基準内とい

うことでの繰り出しになっております。 

 基準外の部分については、令和７年度は

ございませんでしたし、今後、下水道事業

の企業努力というところで、基準内で収め

ていってもらえるか。先ほどは資本費平準

化債のお話をしましたけれども、やはり汚

水部分の事業で、償還金の分を繰り出しす

るというところもございます。そういった

ところがまだ少し出てくる可能性はあり

ますが、一般会計が逼迫したからといって、

本来、支払うべき繰出金をカットしていく

というのは、現在のところ考えておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 大西課長。 

○大西情報政策課長 質問番号６番につ

いてお答えをさせていただきます。 

 現ベンダーから、生活保護システムの標

準化移行は令和１１年度頃になると聞い

ております。 

 なお、現ベンダーとは令和１１年度まで

現在と同様の保守を継続できるように調

整をしておりますので、仮に標準化への移

行が令和１１年度になったとしても、生活

保護業務への影響等は特にございません。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号８、市有財

産管理事業について、片田ハウスの解体を

遅らせられないかというお問いでござい
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ます。 

 繰り返しになるんですけれども、片田ハ

ウスにつきましては、老朽化して危険な状

況でございますから、令和７年度に解体し

たいと考えております。 

 更地になった土地については、令和８年

度に売却して、歳入に充てたいと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号９、ＦＭの取組で

ございます。 

 ＦＭにつきましては、本市、公共施設総

合管理計画に基づいて行っているところ

でございます。 

 施設に係る経費の最小化と施設効用の

最大化を図ることですけれども、その中の

項目の一つとして、施設の再編というのは

避けては通れないと考えております。 

 現在、耐用年数が到来する５年前から長

寿命化を図るのか、それとも再編していく

のかということを、ソフト面それからハー

ド面を評価して、検討することとしており

ます。 

 現在、第１次再編の検討施設、１１施設

の個別施設計画を策定途中でございまし

て、この個別施設計画はあくまで施設所管

課が策定するものですけれども、資産活用

課も入りながら、今後の施設の方向性を示

していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 真鍋課長。 

○真鍋総務課長 質問番号１０番でござ

います。 

 郵送の在り方についてでございます。総

務課としましては、基本的な考え方といた

しまして、市全体として郵便料金に無駄が

ないように取り組んでいく必要があると

認識をいたしております。 

 市役所から多く発送するのは信書とい

うものでございまして、この信書を取り扱

えるのは基本的には郵便局だけとなって

おりますので、郵便局を今後も利用してい

くことにはなろうかと思います。 

 ただ、信書の取扱いは、民間事業者の参

入もございますので、どのような手法があ

るのか、他市の取組も参考にしていくこと

も考えております。 

 いずれにしましても、今後とも経費節減

に努めていくということでございますが、

例えば、郵便ではなくてメールを活用する

とか、行政手続のオンライン化を推進する

とか、そういうものが考えられますので、

担当課とも郵便以外の方法がないか確認

しながら工夫をしてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、質問番号１１

番、納税課に関する質問にお答えをさせて

いただきます。 

 どのようなときに照会をかけるのかと

いうお問いでございます。こちらは市税を

滞納している方が対象となっております。 

 地方税法におきまして、督促状を発送し

てから１０日がたっても納付がない場合

については、滞納処分を行わなければなら

ないと規定されております。 

 納税課からは、できる限り自主納付をし

ていただきたいということで、督促状や催

告状または差し押さえ予告状というもの

を送っておりますが、残念ながら納付に応

じていただけない方も少なからずいらっ

しゃいます。 

 そういう方に対しまして、預貯金等の照

会をさせていただきまして、場合によりま

しては滞納処分という手続を取ってまい

っております。 
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 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 それでは、質問番号１

４番、災害時のトイレに対する考え方に関

する御質問にお答えいたします。 

 委員がおっしゃいますように、災害が起

こったとき、避難所で最も困ることの最た

るもの、これがトイレ問題であろうかと思

います。 

 先ほど申し上げました基準によりまし

て、簡易型トイレの備蓄は行っております

ものの、それでは災害時にトイレの環境と

しては十分ではないということで、令和５

年度よりマンホールトイレの整備を順次

行っておるところでございます。全小・中

学校に１０基ずつ整備をしております。 

 整備をしたからといって、備蓄量を低く

調整しようということはやっておりませ

んので、必ずやマンホールトイレの整備が

トイレ環境の向上に役立つものと考えて

おります。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 ３回目に移らせていただきます。 

 都市計画税の考え方とその在り方につ

いてです。基本的には、５億５，０００万

円の地方債の発行であれば、単純に考えて

いくと、今後の金利の上昇以降によっては、

利子がついてくる話になってきます。やっ

ぱり借換えというテクニックもこれまで

２０年、３０年と金利の低い中で使われて

いたことが今後圧迫の可能性もあるので、

そこはすごく慎重に考えていただきたい

と考えています。これはあくまで今のとこ

ろの推測でしかないので、要望にしておき

ます。 

 ２番目、個人市民税についてです。 

 個人市民税だけに限った場合、７，１３

２円の上昇であると御答弁いただきまし

た。それについても、納税者感覚で行くと、

国の動きを見ていると、手取りを増やすん

だとみんな言っている中で、ぱっと予算を

開けてみたら税金が増えているやんとな

ってしまう可能性もやっぱりあるので、説

明をちゃんと丁寧にしていただきたいと

思っておりますので、またよろしくお願い

いたします。 

 ３番目、市債と公債費のコントロールに

ついてです。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランについ

て、部長から答弁いただければと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

 ４番目、臨時財政対策債についてです。 

 これについて、今後なくなっていくだろ

うというところです。ただ、借換債が６億

円発生しているところもございます。お金

に色がついていないものですから、どの程

度の分が臨時財政対策債の分として充て

られているかも、見えてこない部分もある

ことから、臨時財政対策債の今後の考え方

について、部長から御答弁いただければと

思っております。 

 ５番目、下水道事業会計繰出金です。 

 これについては、雨水対策等々もあると

いうことです。各市の財務データとかを見

ていると、高石市って１１平方キロメート

ルぐらいなんです。 

人口的には５万５，０００人で、摂津市

よりも少ない。 

 ただ、下水道料金は摂津市よりも高いの

で、全体で見ると、摂津市の下水道料金は

低く抑えられているところですが、代表質

問でも多くありました下水道の点検であ

るとか、下水道の老朽化、更新という、そ

の積立てがない中で更新をどうやってや

っていくんだというところに入っていく
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と、どうしても負担をお願いしないといけ

ないところもあると思います。そこは財政

的にもやっぱりバランスを取っていく必

要があるんじゃないかと思うので、綿密に

連携を取っていただきたいと要望してお

きます。 

 情報管理事業についてです。 

 令和１１年度頃になるとのことですが、

あと５年待たなければいけないのかとい

うことになると、はっきり言って、ベンダ

ーを変えてしまったらいいのではないか

と思います。そこは思い切ったところも含

めて、以前から申し上げていますように、

このベンダーは、問題があり過ぎるのでは

ないかというところもあるので、思い切っ

た施策も打っていただくように要望して

おきます。 

 ８番目です。 

 片田ハウスの件ですけども、築５０年で

老朽化も激しいところで、非常に難しい判

断になるかと思います。 

 できるだけ早く更地にして売っていた

だくようにお願いしたいところです。よろ

しくお願いします。 

 ＦＭ推進事業です。 

 ファシリティマネジメント自体が財政

に与える影響というので、今後、更新の時

期が迫ってきます。それについては、全体

の在り方を財政と組み合わせてやってい

く必要があります。財政課にはすごく負担

がかかるかと思いますが、しっかりやって

いっていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 続いて、郵送事業について、民間事業者

で置き換えられるかどうかについては、日

本郵政と民間事業者の間でいろいろと係

争関係が今起きているので、注視していた

だきたいと思っている部分があります。そ

れ以外にもメールで活用できるところは

メールで、郵便だけではなくなってきてい

るので、そういったところも考えながらや

っていただきたいと思います。 

 納税事務事業についてです。 

 これについては、僕が聞いている話だと、

今までは１件１件、それも支店に対してこ

の人の口座ありますか、というのを送って

照会をかけていったと聞いています。 

 何か郵送事業の無駄みたいなところが

あるので、そういったところがなくなるだ

けでも、このシステムにはすごい価値があ

るかと思っています。 

 いつも決算のときとかに不能欠損の話

などをさせていただいていると思うんで

すけども、できるだけ少なくなるようにと

いうことでお願いしたいと思います。 

 防災資機材及び備蓄用品整備事業のト

イレの部分です。先ほど御答弁いただいた

とおりでして、やっぱり僕とかは手回しの

発電機とか、ソーラーでの発電機をちゃん

と持っておいたりとか、簡易トイレとかで

も３０日分備蓄してあったりとか、そうい

ったところで、まずは自助を基本にして、

そこで共助、公助とつなげていただきたい

と思っています。まずは自助というところ

をしっかり皆さんもやっていただいて、そ

して市民の方々にも、まずは自助だと、そ

こで補えない部分は共助、公助に広がって

いくんだというところを啓蒙していただ

きたいと思っております。 

 例えば、備蓄品なんですけど、僕が推奨

させていただいてるのはあめ、ガム、チョ

コレートです。賞味期限が長いものも出て

おり、簡易食として推奨されている自治体

もございます。そういったところは置いて

おいてもらえると非常に助かるかと思い

ますので、個人的に備蓄品としても推奨し
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ますので、啓蒙をお願いします。 

 以上です。 

○野口博委員長 総務部長。 

○石原総務部長 まず、３番の市債と公債

費についてのコントロールということだ

ったと思います。 

 公債費を抑制していくためには、市債の

発行を抑える、それが当然のことだと思い

ます。 

 以前も、公債費の関係で財政状況が圧迫

している時代がございまして、そのときも、

やはり市債発行については、元金償還額以

内の発行という財政運営をしておりまし

た。今後も財政健全化の中でそういう考え

方も必要なのではないかと思います。 

 それと、４番目の臨時財政対策債につい

てでございます。先ほど副理事からも答弁

がございましたけども、原資となります国

税、所得税でありますとか法人税、酒税そ

れと消費税、そこのところが減収になると、

やはり不足分を、国と地方で按分といいま

すか、折半しないといけない。地方の場合

はそれを臨時財政対策債で補うというこ

とになっております。 

 本来、臨時財政対策債ではなくて、交付

税で全て賄って、財政措置をしていただき

たいというところではありますけれども、

景気に応じて、今年度については、この制

度ができて１３年ぶりに臨時財政対策債

は発行しないと。今後また、景気の関係で

臨時財政対策債が財政措置されるような

時代が来れば、そのときの財政状況をしっ

かりと見て、その中でどれだけ財源として

発行していくかも考えていきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 先ほどの３番目、市債と公債費のコント

ロールの部分で、部長から御答弁いただき

ました。これについては、（仮称）摂津市

財政健全化プラン全体の考え方について、

山本副市長からお考えをお伺いしたいと

思います。 

 それと、臨時財政対策債については、要

望にさせていただきますが、交付税措置に

よって本来補填されるべきものが、今後、

全体的な国の予算も何十年かぶりに減額

になったというところで、ほんまに交付税

措置を今後されていくのかという疑問も

まだ疑っている部分がありますので、そこ

については十分ウォッチしていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。 

○野口博委員長 山本副市長。 

○山本副市長 全体的な財政の健全化プ

ランでございます。詳細については、これ

からいろいろと総務部長と市長公室長と、

財政課、政策推進課、人事課でプランを考

えていくという段階でございます。 

 特別なことをするというわけでは私自

身はないと逆に思っております。 

 なぜそう言えるかといいますと、行政経

営戦略のところで摂津市行政経営方針と

いうのが書いております。そこに何が書い

てあるかと申しますと、五つの視点が書い

ております。ビルドアンドスクラップ、ス

マート自治体の推進、協働・パートナーシ

ップの推進、経営資金の調達、人財の組織

的な育成、このことを踏まえて、人、物、

金、情報を効率的、効果的に駆使すること

で持続可能な行政経営を目指しますとい

うことで摂津市は方向性を示しておりま

す。 

 もう既に認識していただいていると思

いますけども、改めて全職員に認識しても

らい、このことを実行するためには、まず
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一人一人は何をすべきなのか、次に組織と

して何をすべきなのか、そのことを我々は

まず職員に対してアプローチをしていき、

このことの実行に向けて遂行していきた

いと考えています。 

 それと、少し小さな話になりますけども、

先ほど総務部長から臨時財政対策債の話

がございました。また、事業費と借金、起

債の関係がございます。非常に微妙な関係

がございます。ここに書いていますように、

健全財政を保つためには、場合によっては

起債を発行しなければなりません。 

 鳥飼西地区にございます現スポーツ広

場、当時３５億円だったと思います。全て

一般財源、国庫も府費もつかないというよ

うな土地でございました。国体用地の跡地

ということで、当時借地で運営しておりま

したけども、１億円ぐらいの土地借上料で

予算を組んでいたと思います。 

 これを、未来永劫ずっと借りていくのか、

また購入するのか、お返しするのかという

ような中で、やはり継続して使っていくた

めに、当時３５億円全て市債を発行すると

いう手段を講じたと記憶してございます。 

 だから、起債の全てが悪いということで

はございませんので、財政運営の中で効率

的に起債も活用しております。臨時財政対

策債は、やはり本来、総務部長も申しまし

たように交付税で頂戴したいというのが

ございますけども、国の関係で全額を交付

税で充てられないというときに、臨時財政

財政対策債での枠を頂戴できる。 

 ここで一番悩むのが、普通の起債は、借

りることによって今年度の元利償還額を、

また交付税の増額としていただけると。 

 臨時財政対策債は、借りても借りなくて

も今年度の償還分相当として交付税の枠

に入るというところで、過去全額発行した

り、場合によっては少し手前で止めたりと、

当時は一つ判断の中で決定していったと

思いますので、その辺り、やはり起債も活

用しながら財政運営をしていきたい。 

 ただ、市全体が倒れてしまうような状況

になってはいけませんので、ここに行政経

営方針を書いております。 

 継続的な行政経営を目指すという視点

でプランも作成していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 最後、要望だけで終わらせ

ていただきたいと思います。 

 先日、２月１０日でしたか、部長会議録

を見ておりますと、当初予算案の説明等々

されておりまして、基本的に、この令和７

年度予算案が可決されて執行された場合、

主要基金残高が令和７年度末で７０億円、

現在の１１４億円から７０億円にまで減

るというところで、令和８年度はまだ何と

かなるかもしれないけど、令和９年度の予

算編成は厳しくなるということが、部長会

議録にあったかと思います。 

 やはりそういったところで、今回６０億

円というかなり大きな起債がされるとい

うことなので、多額の起債によって今後、

利子がかなりウエートを占めてきてしま

う時代が来ます。それについては我々も、

借りたお金をそのまま返すんじゃなくて、

利子の分もしっかり加味して考えていく、

これは議会のチェック機能としてもすご

く必要だと思います。そういったところに

ついては慎重審議をしっかりやっていき

たいととともに、行政に対してもしっかり

慎重な発行と返還計画を立てていただき

たいと要望とさせていただいて、私の質問

を終わらせていただきます。 

○野口博委員長 塚本委員の質問は終わ
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りました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 １時 １分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、質問していきま

す。 

 最初は税で、予算書で２０ページになり

ます。塚本委員からも質問がありましたけ

ども、市民税、固定資産税についてです。 

 市民税は先ほども御紹介がありました

ように、前年度と比べると個人市民税は１

３.５％、法人市民税は９.９２％の増加を

しております。 

 ２月の初めに地方財政計画が閣議決定

をされているということでありますが、そ

の地方財政計画を見ますと個人市民税の

個人所得割については前年比１３.５％増

ということで言えば、摂津市の今回の個人

市民税の所得割も１４.０％のアップで、

それに合致しているものだという思いを

持っております。一方で、法人市民税につ

いて地方財政計画を見ますと、法人割は前

年比で０.７％となっていると理解してお

ります。今回の予算では、摂津市の法人市

民税の法人割、前年と比べると１２.９

５％のアップということで、地方財政計画

のアップ分よりもかなり高めの税収入を

見込んでいるということであります。 

 そこでお聞きしておきたいのは、先ほど

も少し御説明がありましたけども、地方財

政計画との乖離の部分も含めて、法人市民

税のアップの背景、摂津市独自の背景にな

るかと思いますので、その辺の考え方につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、固定資産税についても前年比

１.６４％のアップということであります

から、同じ市税ということで固定資産税の

アップの根拠の部分についてもお聞かせ

いただけたらと思います。 

 もう１点、市税に関わってお聞きしてお

きたいのは、ふるさと応援寄附金です。市

長公室の所管ではありますが、摂津市民の

方が他市のふるさと応援寄附金を支払っ

た場合、寄附金控除によって、本来摂津市

に入るべく市民税が減ってしまうという

ことになってしまいます。 

 ふるさと応援寄附金は国の制度でもあ

りますので、どうこうできるものではあり

ませんが、現状どうなっているのかという

ことについて確認をさせていただきたい

と思います。ふるさと応援寄附金によって、

本来摂津市の自主財源となるべき失われ

た市民税について、最近の推移を含めて御

紹介いただけたらと思います。 

 次に、二つ目、財政について一つずつ聞

いておきたいと思いますが、これも先ほど

ありました地方交付税についてです。 

 補正予算でも約３億円増額になってい

ます。令和６年度の途中では５億円ほど減

額になったりして、そのときにも御説明を

いただいたかと思いますけども、今回の地

方交付税、普通交付税が４億円ということ

で、前回１１億円ほどあったものが当初は

大きく減っていることについて、補正での

地方交付税の増減と併せて、その背景を含

めて御説明いただけたらと思います。 

 それから、同じく財政関係で聞いていき

たいと思うんですけども、これも先ほどか

ら議論をされております市債です。その中

でも、６億円ほどの借換債が出ている臨時

財政対策債ですけども、この臨時財政対策

債が始まってから、今回初めて発行されな

いという状況になりました。先ほどの御答

弁にもありましたが、本来であれば地方交
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付税で措置されるべきものであります。そ

ういったことを含めて、臨時財政対策債を

発行しないという状況において、地方交付

税で措置される見通しですとか、今回４億

円の交付税の計上しかありませんが、年度

途中にこれが増えていくようなケースが

あるのかどうなのか、今までのケース等を

含めて分かれば教えていただきたいと思

います。 

 それから、令和３年度以降だったかと思

うんですけども、元金償還を上回る市債発

行が令和３年度以降続いてきています。そ

れまでは建設事業費を抑えて、市債発行も

元金償還の範囲の中で、大きく減らしてき

たという経過があるかと思います。今後の

市債発行の見通しについて、先ほど副市長

からお話がありましたけども、改めてお聞

きしたいと思います。 

 続いて、基金です。１月に入ってから鶴

野地域の公共施設再編計画そのものが財

政的な問題から３年延期されるというよ

うなことで、にわかに財政状況が厳しいも

のになってきたという印象が強くなって

きています。 

 昨年１０月に示された中期財政見通し

から今日まで、そして今後の基金の残高の

推移見通しについて御説明をいただけた

らと思います。 

 続いて、資産活用課です。土地貸付収入、

土地売払収入について、資産活用課所管分

で結構ですので、その内容について教えて

ください。 

 次に、同じく資産活用課で市立集会所管

理事業についてでございます。令和６年度

の当初予算に計上されていた市立集会所

基礎調査委託料２，１４２万８，０００円

というのがありました。 

 これはハード面での調査を行うという

ことであったかと思いますが、令和７年度

についてはそれがありません。市の職員の

方が中心となって集会所の利用状況等を

聞いていくことになっているということ

を以前も御説明をいただいていたかと思

います。そういった現状、ＦＭの観点から

集会所も公共施設として複合施設への集

約であるとか、もしくは最近ですと廃止に

なったりというケースが出てきているか

と思います。 

 そこでお聞きしたいのは、今回、協働の

まちづくり条例が議案として出されてお

ります。集会所は、小規模ですけど現在で

も４７か所ありまして利用率が少ない集

会所もあるかと思いますけども、逆に言え

ば、協働のまちづくりを進めていく上で、

住民自治であったり地方自治、地域自治と

いう点では大事な資産でもあると思って

います。 

 そういう意味では、今後どういう方針に

なっていくかは分かりませんが、ＦＭ計画

の中にある集会所の中で、旧耐震基準で耐

震性が非常に低い状況にある施設が１８

施設あります。こういったところをどうや

っていくのか、そういう方針を早く決めて

いただく必要があるかと思います。ハード

面での調査が済んで利用状況を聞いてい

くのが令和７年度だと思いますけども、改

めてこの基礎調査の状況を踏まえて、令和

７年度はどういう聞き取りをして、どう議

論をやっていこうと考えておられるのか

聞かせていただきたいと思います。 

 続いて、市営住宅管理事業についてでご

ざいます。市営住宅管理事業が前年と比べ

ますと５３４万円ほど上がっていて、主に

修繕料が３００万円から６９４万９，００

０円、２倍以上になっていることについて

の要因をお聞かせください。 
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 次へ行きます。今度は防災危機管理課に

質問したいと思います。 

 予算概要１０８ページにあります防災

資機材及び備蓄用品整備事業についてで

あります。 

 主要事業にもありましたように、初動期

の避難所運営に必要な備蓄物資の追加の

配備だということでございました。既に先

ほど塚本委員の質問にも答弁をしていら

っしゃったかと思いますが、トイレのラン

タンであるとか、大人用のおむつであった

りとか、こども園での乳児、幼児のおむつ、

いろいろ御紹介いただいたんですが、もう

少し具体的にどういったものを避難所と

なっている全てのところに置いていくの

か、どこに配備をしていくのかもお聞かせ

いただけたらと思いますので、よろしくお

願いします。 

 続いて、防災対策についてでございます。

マンホールトイレ整備費負担金が４，２１

２万７，０００円で、これも先ほど御紹介

がありましたように、令和５年度から３校

ずつ始まっていって、令和７年度で９校、

九つの小・中学校に配備されていくという

見通しだと思います。 

 これも御紹介いただいたように、避難所

では本当に避難者の尊厳を守るという点

でもトイレの設備が重要で、避難所・避難

生活学会というところが、避難所において

清潔なトイレ、温かい食事を提供するキッ

チン、段ボールなどのベッドを発災時から

４８時間以内に配置する、これをＴＫＢ４

８と提唱されていて、うまいこと言いはる

と思うんですが、能登半島地震での避難所

の状況を見ても、こういった大事なものが

なかなか配備されていない状況がいまだ

にあるということで、事前の準備が非常に

重要だと思います。 

 マンホールトイレの設置と併せて、トイ

レの場所に行くのに、女性が怖くて使えな

いんだという声もたくさんあります。マン

ホールトイレまでの照明であったりとか、

それからプライバシーに配慮した設備な

ども同時にマンホールトイレやトイレの

設備とともに必要になってくるんではな

いかと思います。女性も小さいお子さんも

夜安心して行けるトイレとしていくため

の設備についてもお考えいただく必要が

あるかと思いますが、この点についてのお

考えをお聞かせください。 

 次に、地域防災計画の改定についてです。

この地域防災計画の改定が令和６年度か

ら令和７年度に少し延期されたというこ

とで、代表質問でも我が党の増永議員から

質問させていただきました。 

 浸水ハザードマップとか広域避難の啓

発によって、市民の危機意識そのものが上

がってきているということで、地域防災計

画のＫＰＩの目標値で、摂津市は防災に強

いまちづくりが進んでいると思うか、これ

に８割の方が、そう思うということを目指

してやってきていただいたと思います。 

 いろんな取組をやっていただいて啓発

も進んできたことによって、摂津市は、一

たび淀川が氾濫したときには２週間も水

が引かないとか、水害のときには避難所は

ほとんど使えないから早めに逃げなきゃ

いけないという情報が伝わったことによ

って、かえって防災に強いまちでないと思

わせてしまっている部分もあるのかもし

れません。しかしながら、数値の推移を見

ていきますと、令和２年度で３７％だった

ものが年々下がってきているんです。３３．

５％、３０．９％、令和５年度で２９％、

令和６年度はまだ出ておりませんけども、

８割を目標にしていて半分に満たない、し
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かも３割を切っている状況は、真摯に取組

を見直して考えていく必要があるかと思

います。その点のお考えを改めて聞かせて

いただきたいと思います。 

 それと、これも代表質問の続きのような

話になりますけれども、ＢＣＰ計画の策定

に取りかかった際に頓挫してしまいまし

た。その一番の理由は、災害時に通常業務

を行いながら非常時対応を行う職員の人

員の確保が、極めて困難だったと。その困

難さを何とかしなきゃいけないというの

で人員確保計画とか、それから班体制の見

直しを抜本的にやらないと無理だという

ことが頓挫した要因として答弁されてい

ました。 

 今回、地域防災計画が進められていく中

で、その後には当然ＢＣＰ計画であるとか、

支援の体制なんかもつくっていかなけれ

ばなりません。災害時の人員の確保につい

て、当時から進んできているのかどうなの

か、もしくはできていないのであれば、ど

ういう形でそれを補っていこうとしてい

るのか、その点の認識がこの地域防災計画

を検討していく中で議論されるべき問題

だと思いますので、お答えいただけたらと

思います。 

 それと、もう１点ですが、避難所運営マ

ニュアルの中で、ペットの同行避難を前提

に作成を進めている、代表質問の中でもそ

ういう御答弁をいただいておりました。あ

えてお伺いいたしますが、災害時にペット

同行避難を前提にしているその理由につ

いて認識はどうなのか、お聞かせいただけ

たらと思います。 

 続いて、情報政策課についてです。ＤＸ

推進事業についてです。これについては代

表質問で４会派の方々が随時お聞きして

おられるので、繰り返しのような質問にな

るかもしれませんが、お許しいただきたい

と思います。 

 まず、このＤＸ推進事業の中で、業務調

査等委託料が９３０万円ほど計上されて

います。この業務調査等委託料はどういう

ものなのか、それからＤＸ推進計画の目的

や作成の手法はどういうふうにされてい

くのか、最初にお聞かせください。 

 次に、道路交通課でお伺いいたします。

公共交通確保維持事業についてです。 

 この計画推進支援委託料として１，１７

０万５，０００円、昨年に比べると３６６

万４，０００円引き上げられています。一

方で、地域公共交通協議会補助金は７９万

３，０００円減額の１４１万２，０００円

になってます。 

 パブコメが先日締切りされて、年度末に

向けて計画が策定されていこうとして、令

和７年度はその計画に沿って具体的な検

討が進められていこうとしております。そ

の委託料のアップと、それから協議会補助

金の減額について、令和７年度の新たな取

組等を含めて、数字の増減についての御説

明をお願いします。 

 それから、令和７年度は初年度というこ

とで具体的な公共交通計画の議論が進め

られていくことと思います。六つの大きな

目標に向けて、１３の施策展開がなされて

いる計画です。それに向けてこの令和７年

度、今までどおりの協議会と、それから事

業者の皆さんが中心になっている分科会、

また、公募市民の皆さん等が絶えず連絡を

取り合いながら、また、議論をしながらや

っていかれるものだと想像するわけです。

この令和７年度の協議会や分科会の開催

の頻度、それから、その会議そのものの公

開、そして検討経過等の市民への情報提供

がどのようになされていこうとしている
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のか聞かせてください。 

 あともう一つ、地域公共交通計画の中で

お聞きしたいのは、とりわけこの計画、一

丁目一番地とよくおっしゃられますが、施

策１－１、セッピィ号及び市内循環バスの

運行形態の見直しにおいて、令和７年度か

ら令和８年度の途中まで市民ニーズの把

握、運行形態の見直し検討を行うというス

ケジュールになっております。改めてこれ

はどういう形で具体的に取りかかってい

くのかお聞かせください。 

 それから、もう一つ質問です。公共交通

に関して、代表質問で市長が御答弁されて

おられましたが、政府が呼びかけられた

「交通空白」解消・官民連携プラットフォ

ームに摂津市が参加したと答弁をされて

いましたので、改めてこのプラットフォー

ムの内容についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 公共交通については、細かく四つお聞き

しておりますが、よろしくお願いします。 

 それから、予算概要９４ページです。千

里丘三島道路改良事業についてでござい

ます。進捗状況等は先ほどの御答弁で御説

明をいただきましたので、私がお聞きした

いのは、今回はポケットパークから十三高

槻線までの西側のエリアだということで

ありますが、ＪＲ千里丘駅から阪急摂津市

駅まで向かう途中で三島幼稚園がありま

す。その辺りで途中までは拡幅が進んでお

りますが、その間はまだ用地取得の問題で

止まっているといると御報告いただいて

おります。そこでの用地の取得に向けた取

組や、今の進捗状況をお聞かせください。 

 続いて、建築課にお伺いしたいと思いま

すが、震災対策推進事業です。摂津市住

宅・建築物耐震改修促進計画の改定が行わ

れる令和７年度は、先ほどもお話がありま

したように、１０年間の計画の令和７年度

が最終年ということです。耐震化率も民間

耐震化率８１％を９５％にする大きな目

標を掲げてやってきたいうことでありま

すが、その達成状況と第３期計画策定に向

けてアンケートなど実態調査や計画の策

定上、どんな方向性でつくっていくのか、

今までの延長線上なのか、新たな視点が入

れられていくのかについてお聞かせくだ

さい。 

 次に、同じく建築課で狭隘道路整備事業

についてお聞きします。狭隘道路の拡幅に

ついては、いろいろな利用頻度が非常に低

いということで、令和６年度に４月から要

綱も改定をされました。令和５年度は５，

０００万円の予算で執行されるというこ

とでありました。令和６年度は予算で当初

１，０００万円組んだものが、今回の補正

で６６６万８，０００円減額となっており

ます。令和６年度の利用実績について、最

初にお聞かせください。 

 最後になりますが、水みどり課の公園維

持管理事業についてです。補正予算第１０

号で公園遊具点検業務委託料などが減額

となっています。ただ、令和７年度にはこ

の点検委託料がないので、ほかのところに

入っているのか、そこの点をお聞かせくだ

さい。それと、令和６年度の当初にありま

した公園魅力向上実証実験補助金、５０万

円くらいだったかと思うんですけども、こ

れも令和７年度には計上されておりませ

んが、この実証実験について、既に役目を

終えていて、その実験の内容について今ま

とめられているのかどうか分かりません

ので、その点について御説明をいただきた

いと思います。 

 それから、ちびっこ広場の管理補助金１

３２万９，０００円、自治会など多くの団
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体が、ちびっこ広場などの維持管理をして

いただいていると思います。一方で、あま

りにも公園の維持管理に強い責任感を持

つがゆえに、非常に使いにくいようなルー

ルを独自につくられて制限をされている

ような公園が今までありました。 

 粘り強くお話をしてきていただいてい

る部分もあるかと思いますが、公園という

のは基本的に、代表質問でもありましたよ

うに、マナーの問題はあるけれども、原則

利用の仕方は自由である。もちろん危険な

問題について、お互いに話し合いながら地

域でルールをつくっていくのが大事だと

いう御答弁でした。私もそういった取組が

これからなされていくことをすごく期待

するわけですけども、以前、ちびっこ広場

にフェンスがあり、門が閉められていまし

て、子供たちが遊ぼうと思っても、その方

に声をかけて開けてもらわないと遊べな

いというようなちびっこ広場が残されて

いました。本当に善意で管理をしていただ

いている点で言うと、御説明やお話をして

も、なかなかかみ合わない状況が続いてい

るわけですけども、基本的には自治会の人

も自治会の子供も、自治会じゃない大人も

子供も高齢者も自由に利用できるという

のがちびっこ広場の大事な要件でもある

と思います。その点で管理していただいて

いる団体のあまりにも過度な利用制限を

されているところがほかにもないのか、そ

ういったところについて、市としては原則

のお話をしていただいて正していくと、さ

らに協力を求めていくというような姿勢

が大事ではないかと思いますけども、その

取組、令和７年度ぜひやっていただきたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 

 枝番の三つ目ですけども、公園の問題で、

鶴野地域の公共施設再編計画で、鶴野第２

公園を使えなくなるのが３年延期となり

ました。それから環境センターの解体等も

延期されたということで、環境センター解

体後の大きな防災機能を持っている公園

についても延期となっているということ

です。鶴野第２公園の存続を求めていた地

域住民の方、それから環境センターの後に

できる公園を期待している方、地域地元の

皆さんにいろいろな方々がいらっしゃる

かと思いますが、この公園に関して公共施

設の再編計画でありますから、もちろん教

育委員会、給食センター、それから環境政

策課、環境業務課の方々とも連携しながら、

公園の維持管理という点から地域の皆さ

んに丁寧に報告と説明をしていく必要が

あるのではないかと思います。そういった

取組は他の部署と連携してどのように進

めていくのか、さらには延命されている鶴

野第２公園についての維持管理をどうさ

れていくのかお聞かせください。 

 以上です。 

○野口博委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 １番目の御質問のう

ち、市民税課所管部分に係る点につきまし

て御答弁申し上げます。 

 まず、法人市民税の税収増加の背景です

が、内閣府が出しております２月の月例経

済報告では、景気は一部に足踏みが残るも

のの緩やかに回復しておると掲載されて

おり、ここ数か月は同様の記載がございま

す。そのような中で、法人企業の収益の増

加傾向を背景に、令和６年度の調定状況を

踏まえて算出しているのが令和７年度で

ございます。 

 次に、ふるさと納税の税収への影響でご

ざいますが、令和５年度は約２億６，７０

０万円、令和６年度につきましては約３億

１，５００万円の減収となっております。 
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 以上でございます。 

○野口博委員長 中尾副理事。 

○中尾総務部副理事 固定資産税に係り

ます御質問にお答えをします。 

 お問いの令和７年度増額の理由でござ

いますが、固定資産税の資産別で御説明い

たしますと、土地に関しましては評価替え

の第２年度になっております。原則として

新しい評価は行いませんが、下落修正等が

ございましたら再評価し修正をさせてい

ただきます。その部分を含めての修正と令

和６年度の調定額を勘案して計上させて

いただいております。 

 家屋につきましては、新築等の家屋及び

大規模集合住宅の新築軽減措置適用の終

了に伴う増収を見込んで令和６年度の調

定額とも勘案しながら計上させていただ

いております。 

 償却資産につきましては、景気の動向に

かなり左右されるものでありますが、緩や

かな伸びは続いていることから、設備投資

などの鈍化はあまり見られないものとい

うことで、前年と同じ金額を計上させてい

ただいております。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課に

係ります交付税に関しての御質問に御答

弁申し上げます。 

 まず交付税ですけれども、普通交付税の

令和７年度の当初予算から御説明差し上

げます。令和７年度予算におきましては、

令和６年度の当初算定の額を勘案いたし

まして、また、地方財政計画において示さ

れております交付税総額の増加率１．６％

増ということや市町村税の増加率６．４％、

また、臨時財政対策債を発行しないという

点を鑑みまして、本市の状況と前年度の当

初算定額を見ながら算出したものでござ

います。本市の基準財政収入額においては

市税も伸びているというお話もございま

したので、そこの伸びも勘案しまして、需

要額におきましては物価対策や給与改定

分、そういったことについて算定額の増加

は見込まれる部分はございますが、公債費

におきましては元利償還金が減少してき

ているということもございますし、また、

先ほど塚本委員のところでも御答弁申し

上げました内容で、下水道事業の平準化債

の発行がございました。このことから、元

利償還金の額がかなり減少するというこ

とが見込まれるため、財政需要額の増とい

うものが前年度と比べましてもそれほど

ないと積算いたしまして、令和６年度の当

初算定の普通交付税の額とほぼ同じくら

いの４億円という予算額を算出したもの

でございます。 

 また、令和６年度の補正予算第１０号で

普通交付税の再算定がありまして増額と

なっておるところがございます。この増額

につきましては、国の補正予算で国税の収

入の決算が出ましたということで地方交

付税の法定率分を計算しますと増額でき

るため、国で地方交付税の総額を増額され

たことから再算定が行われました。 

 内容につきましては、地方公務員の給与

改定が実施される場合において、それに必

要となる経費の一部を措置するというこ

とで臨時費目として給与改定費の部分と、

あと歳出の増加が見込まれる部分の臨時

経済対策費分ということで増額となって

おります。 

 また、令和７年度、令和８年度の臨時財

政対策債の元利償還金の一部を償還する

ための基金積立てに要する財源を措置す

るため、その部分の追加で算定されておる
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ところがございまして、合計いたしますと

３億１，６５７万１，０００円という追加

の交付となりましたので、今回補正予算に

計上をさせていただいたものでございま

す。 

 この再算定につきましては、令和５年度

も令和６年度もございました。しかしなが

ら、これにつきましては国税の状況がどう

なるかということがございますので、令和

７年度も必ず再算定が行われるかどうか

につきましては、まだ分からない部分が大

きいところでございます。 

 臨時財政対策債の発行の部分につきま

しても、令和７年度においては新規発行の

予定はないという形で計画では出されて

おります。この部分で再算定をされる場合

に追加の交付税があるかどうかというと

ころですので、臨時財政対策債がその場合

復活というのはないのではないかと考え

ておるところです。令和８年度以降は分か

らない部分がございますけれども、令和７

年度はそういう見方をしております。 

 続きまして、市債発行の今後の見通しで

ございます。こちらにつきましては、中期

財政見通しの中で主要事業で、今着手して

いる大きな事業の部分と、そのほかの毎年

建設事業ということで出てくる部分を想

定いたしまして中期財政見通しを出して

いるところでございます。 

 今後、特にその事業費を給食センターと

鶴野地域の部分で環境センターの解体と

いうところについては、少し後の年度にな

りはしましたけれども、その部分もやめる

というわけではございません。そのため、

その分を見込んだ事業費で計算しますと、

令和１１年度、令和１２年度くらいまでは

平均して４０億円くらいの市債発行が見

込まれるのではないかと見ております。 

 そうなりますと、それ以降、公債費とい

うのも当然増えてまいります。今の見通し

では、令和１３年度くらいから市債の発行

は３０億円を超えるのではないかという

見通しをしております。今想定できる大き

な事業の部分で、起債発行が令和１２年度

くらいまでは続くのではないかという見

通しですので、令和１３年度くらいから元

金償還額と市債発行額が逆転をして元金

償還以内の市債発行という形になってく

るのではないかと見通しをしております。 

 起債発行はその形ですが、次に、基金の

お話でございます。基金につきましては、

令和６年度の補正予算第１０号で不用額

等が計上されております。そして令和６年

度末の見込みの現在高は１０２億円くら

いになるかと見込んでおります。しかしな

がら、令和７年度のこの当初予算で取崩し

を約４５億円と考えておりますので、令和

７年度末の主要基金残高の見込みとして

は５８億円ほどとなります。 

 そして中期財政見通しで見ております

令和６年１０月からそれ以降で見通しを

やり直したときに、物価高騰でありますと

か人件費の上昇も勘案しますと財政見通

しといたしましては、このままでいけば令

和９年度に基金は枯渇してしまうという

見通しを立てております。ですので先ほど

から健全化プランのお話も出ております

が、財政の健全化に向けて、いろんな事業

の見直し等というのもこれからやってい

かなければならないと考えておるところ

でございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、予算書５

２ページ、土地貸付収入についてでござい

ます。内容といたしましては、大きく分け
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て二つございます。 

 一つ目が、インフラ関係設備として関電

の電柱とかＮＴＴ西日本の電話柱、大阪ガ

スの機器設置などのための貸付料でござ

います。もう一つが、コインパーキング駐

車場として貸し付けているものでござい

ます。例としては、千里丘４丁目のＪＲの

線路沿いの土地であるとか、東一津屋の南

摂津駅前の土地でございます。その合計で

２，４２５万２，０００円の収入でござい

ます。 

 次に、同じく予算書の５２ページ、土地

売払収入についてでございます。こちらに

つきましては旧別府公民館、旧市民活動支

援センター用地の売却を見込んでおりま

す。 

 旧別府公民館につきましては、建物つき

で売却する予定でございまして、既に不動

産鑑定は済んでおります。隣地の建物が一

部越境しているところがございまして、そ

の部分については鑑定評価額で隣地に売

却したというところです。本体部分につき

ましては、公募の上、令和７年度に売却を

予定しております。 

 もう一つ、旧市民活動支援センター用地

なんですけれども、こちらにつきましては、

公図訂正の相談を今法務局に行っており

まして、整い次第、売却をしたいと考えて

おります。 

 次に、予算概要の１８ページ、市立集会

所管理事業について、ＦＭの観点からの現

状の取組と今後というところだったと思

います。平成３０年度に集会所の耐震化調

査を実施しましたところ、おっしゃってい

ただきましたとおり、１８の集会所で耐震

性を満たしていないという結果が出まし

た。施設の規模から法令上、耐震化の義務

はないものと認識しておるんですけれど

も、このような小規模施設については、本

市も含めて多くの自治体で課題として認

識しているものかと思います。 

 また、市立集会所のほとんどが木造でご

ざいまして、老朽化も進んでおります。そ

のような状況から、今年度にハード部分の

評価をするために躯体とか設備等の基本

調査を実施していたところでございます。 

 あとは、あわせて、各運営委員会に利用

状況等のヒアリングを行っておりまして、

こちらでソフトの評価も行ってまいりた

いというところです。それらの評価を踏ま

えて、それぞれ耐震化を含め長寿命化する

のか、もしくは再編するのかを検討してい

きたいと考えているところでございます。 

 次に、予算概要の１００ページ、市営住

宅管理事業の修繕料の増の要因でござい

ます。内容といたしましては、退去に伴う

原状回復のための費用などとして、今年度

に引き続き、令和７年度も３００万円を見

込んでいたところです。それに加えまして、

三島団地の敷地内の排水、こちらの修繕費

用を見込んでいるため、増額となったもの

でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 大きく分類すると四

つ目の御質問になろうかと思います。避難

所のお話でございます。 

 まず、備蓄品の配備先のお話でございま

す。備蓄品の配備につきましては、基本的

には緊急避難場所ではなく避難所に配備

していきたいという形で整備をしており

ますものの、全ての避難所が全ての備蓄品

の備蓄に耐え得るスペースが十分にある

かというと、そういうわけではございませ

ん。専用の備蓄スペースが別途に必要とな

ってくる関係上、避難所以外の場所に備蓄
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せざるを得ないケースもございます。した

がいまして、避難所におけない備蓄品につ

いては、明和池公園の防災倉庫に置かせて

もらうという対応を取っておるところで

ございます。 

 それから、マンホールトイレ、避難所の

トイレの治安維持のお話でございます。マ

ンホールトイレにつきましては、避難所が

学校であれば体育館になります。体育館の

周辺で、なおかつマンホールトイレは水洗

式を想定していますので、水源となるプー

ルの近くに整備をしております。したがい

まして、夜は暗くなることが想定されるわ

けでございまして、実際にはその道中が暗

いということでございましたら投光器で

照射することも考えられますし、電池式の

ランタンや外部照明で照らすようなこと

も考えております。あわせて、夜間のパト

ロールについても、その必要性は避難所運

営マニュアルの中で記載をしておるとこ

ろでございます。 

 また、マンホールトイレと申しますのは、

上屋がテント型のものでございますので、

どうしても施錠ができないという難点が

ございます。したがいまして、施錠ができ

ないことによって、その部分がやっぱり怖

いということであるのであれば、施設内の

トイレで簡易型のトイレキットを使って

いただいて施錠のできるトイレで用を足

していただく方法もございます。 

 それから、次のＫＰＩの２９％という数

字に対して真摯に受け取ってもいいので

はないかという御質問でございました。本

市におきましては、災害のリスクといたし

まして、山がございませんので土砂災害の

想定もございませんし、大阪湾から遠いこ

とによりまして津波の想定もございませ

ん。ただ、地震と、何よりも水害に対する

リスクが高い地域でございます。 

 この２９％となってきたその背景には、

災害に対する意識が昨今高まってきてい

ることが、何よりも大きな理由であろうか

と思っております。昨年夏に日向灘沖で地

震が起こったことによりまして、当面は起

こらないと皆さんが何となく思っている

南海トラフ巨大地震につきましても、注意

情報が出たことで、備蓄品が薬局、ドラッ

グストアから消え去ったというのも記憶

に新しいところでございます。能登半島で

地震が起こったその年に水害も起こって

おります。皆さん災害に対して非常に危機

意識が高まった年なんじゃないかと思っ

ております。 

 実際にはいろいろと地震の対策という

ものは、水害の対策も含めてですけれども

進んでおりまして、先日の代表質問でも答

弁させていただきましたけども、避難所運

営マニュアルの作成も進んでおりますし、

避難所への災害時の鍵ボックスの設置も

しております。先ほど申し上げました小・

中学校へのマンホールのトイレの整備の

ほか、河川防災ステーションの構想もござ

います。また、避難所となる小学校の体育

館へのエアコンの設置、あとは下水道整備

になりますけども、東別府の雨水幹線の整

備等々ございまして、一昔前に比べますと、

雨水・出水による浸水というのは確実に減

っているはずです。 

 昔の写真を御覧になったこともあろう

かと思いますけれども、かなり大雨が降っ

たときに浸水した地域も、今はほとんど浸

水しないというところが多数ございます。

ハード的に強くなっている部分は必ずあ

ろうかと思いますけれども、そういった危

機意識を強く持っていただくという意味

では、啓発はすればするほど、この数字は
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なかなか上がってこないという裏腹の面

があるのかと自分では分析しておるとこ

ろです。 

 あと、人員確保のお話でございます。確

かに災害が起こったときには、通常業務以

外にも多岐にわたる応急業務が発生いた

しますし、我々職員自身も多数被災するこ

とが想定されます。そういう意味では、非

常時に限られたマンパワーをどう配分し

て、不足するマンパワーについては外部か

らどのように助けてもらうのかといった

事業継続計画や受援計画が必要になって

くるものと考えております。また、災害対

策本部、班体制の見直しについては、現計

画の見直しの中で検討を進めておるとこ

ろでございます。 

 それと最後に、ペットの同行避難のお話

です。それを可としている理由でございま

すけれども、ペット問題というのは全国的

に避難所を取り巻く問題の中で、大変重要

なテーマになっております。ペットを飼っ

ている方にとっては家族、ペットを飼って

ない方については、ただの動物という捉ま

え方をされるのが一般的でございます。 

 ただ、ペットを飼っているということだ

けで避難生活を送れないのかというよう

なことも同時に考えていく必要がありま

すことから、基本的にはペットの同行避難

を可能としております。同伴避難となりま

すと避難所で一緒に生活できるのかとい

うと、アレルギーの問題とか、衛生管理の

問題等々がございますので、そこは不可に

しております。ただし、避難所の構造や近

隣の住宅との距離等々によりましてペッ

トの同行避難ができない避難所というの

も存在しますことから、その辺は柔軟に取

り扱う必要があろうかと考えております。 

 以上です。 

○野口博委員長 大西課長。 

○大西情報政策課長 情報政策課に係り

ます２点の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 １点目でございます。業務調査委託料に

つきましては、ＤＸ推進計画の策定支援の

費用と各種ＤＸ関連の研修などの費用を

計上させていただいております。 

 ２点目でございます。次年度に策定をさ

せていただきますＤＸ推進計画は、単なる

デジタル化を推進していく計画ではなく、

各課が主体的に現在の業務内容や行程を

見直し、新たな市民サービスの創出と業務

効率の向上を目指していく指針的な計画

の策定を考えております。 

 また、ＤＸを継続的に推進していくため

には、各課・各職員が現在行っている業務

について、現状の社会情勢を踏まえ、将来

を見据えた危機感と行政サービスをいか

に持続可能にしていくかというマインド

を全庁的に根づかせてしていくことが必

要だと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 御質問にお答えさせて

いただきます。 

 初めに、地域公共交通計画推進支援委託

料の１，１７０万５，０００円のアップの

分、それから地域公共交通協議会補助金が

減額してるという内容についてでござい

ます。まず地域公共交通計画推進支援委託

料の内容でございますが、地域公共交通協

議会におきまして令和６年度において公

共交通のマスタープランとなる摂津市地

域公共交通計画の策定を進めているとこ

ろで、令和７年３月末の策定予定として、

現在はパブコメの終了に伴って、その内容

を集約していく段取りをしています。 
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 それが終わりましたら、本格的に令和７

年度からは施策に向かって具体化の取組

を進めていくわけでございます。その具体

化に向けた協議会、分科会これらの開催の

支援をコンサルへ委託する継続の費用と

なっております。具体化に向けて専門性が

必要となってくるため技術的な支援など

も含まれています。そういったところから、

昨年度よりは金額が上昇している状況で

ございます。 

 補助金につきましては、協議会の委員の

方々への報償金だとか交通費、あるいは昨

年、山形県鶴岡市に行った視察旅費が入っ

ておりました。令和７年度につきましても

同じような項目ではございますが、それぞ

れの項目を視察の場所とか金額を重ねて

いくと令和７年度予算要求させていただ

いている金額となっております。 

 それから具体的な計画、令和７年度の頻

度と、あと会議の公開、市民への情報提供

の質問であったかと思います。まず頻度と

しましては、資料にも掲載はさせていただ

いておりますが、協議会については２回、

協議会は年度当初と年度の最終の段階で

の開催を予定していて、その間に下部組織

である分科会、これを今のところは４回開

催を予定しています。その中には、視察も

含めております。 

 また、分科会の間には広く市民ニーズを

聴取するためのワークショップとか、あと

はアンケートを行い、分科会に諮っていく、

そういった流れで開催を予定しています。

あと、その内容の公開につきましては、令

和６年度もさせていただきました協議会

の内容をホームページで公開させていた

だいていますように、同様の形で市民への

情報提供はさせていただく予定でござい

ます。 

 それから、セッピィ号及び市内循環バス

の見直しについて、どういう形で取りかか

っていくのかという質問であったかと思

います。これにつきましては令和７年度に

市民の様々な意見を聴取した中で、それら

の意見を参考にしながら、既存のバスを維

持・確保することを大前提としての取組に

向けた路線設定も含めてルートの検討を

していきたいと考えています。 

 ただ、意見聴取したりルート設定する内

容においては、バス事業者だとか関係機関

との調整もございます。協議会によって諮

っていきますので、２年ないし３年かかる

見込みで進めていきたいと考えておりま

す。 

 それと「交通空白」解消・官民連携プラ

ットフォームについての内容でございま

す。まず目的としましては、交通空白に係

る困り事がある自治体、バス事業者と様々

な支援を持つ幅広い分野の企業・団体の連

携協働体制を構築し、交通空白地解消に向

けて地域の観光や移動手段を確保するた

め、実効性かつ持続可能性のある取組を全

国規模で推進するものとしまして、国が進

めているところでございます。 

 期待する効果としましては、このプラッ

トフォームでは課題と解決手段をマッチ

ングすることだとか、あるいは空白地解消

に向けた試験的な実証事業の展開、それか

ら、空白地解消に向けた情報などの共有を

図る内容でございます。組織としては国土

交通省が発足して自治体４７都道府県、交

通事業者３１社、団体としては３０団体、

パートナー企業としては５８社が現時点

で会員となっているようでございます。こ

れらをもちまして、本市で抱える公共交通

についての解決策をこのプラットフォー

ムに参画して取組がうまくマッチングが
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できるかを模索しながら検討を進めてい

きたいと考えております。 

 続きまして、千里丘三島線の一部未整備

のある部分についてのお問いでございま

す。千里丘三島線の千里丘東２丁目工区の

東側の拡幅が終わりまして供用を開始し

ますが、一部未整備区間につきましては、

沿道の土地所有者との境界がまだ確定し

ておらず、令和６年３月２１日付で議員各

位へは通知しましたとおり、土地所有者か

らは土地所有権確認訴訟事件として本市

に対して訴訟を起こされております。現在

係争中の状態でありますので、今後は裁判

所の判決を受けてどう進めていくかとい

うところを検討していくこととなります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 摂津市住宅・建築物

耐震改修促進計画についての御質問にお

答えをさせていただきます。 

 まず現計画の達成の状況でございます。

住宅の耐震化率については、現計画策定時

の８１％を令和７年度末には９５％にす

るという計画を策定しておりました。現在

の状況としまして、令和６年１２月末の推

計値でございますけど、８９．５％となっ

ております。近年につきましては、おおよ

そ１％程度年間上昇してきております。１

００％に近づくに従いまして、その１％の

幅が少しずつ小さくなってきております

けど、令和７年度末については９０％程度

いくのではないかと見込んでおります。 

 改定の方針につきましては、基本的な骨

格は大きく変わらないものと考えており

ます。 

 ただし、国土強靱化計画の中で地震時の

住宅の倒壊、崩壊、この被害を最小限に抑

えるという目標があり、これに沿った計画

となっていくと考えておりまして、現在も

続けております住宅の耐震化への支援措

置について、引き続き行っていくという内

容を記載していくことになるかと思いま

す。 

 もう一つ、新たな視点としましては、住

宅の耐震化につきまして、所有者に対して

意識向上を十分図っていくことが必要で

すということが記載されております。その

辺りについて、記載していくことになるか

と思っております。 

 また、現在摂津市では、この国土強靱化

計画に基づきまして耐震化をどういう方

法で進めていくか次期計画を検討してお

りますが、１００％全ての支援をすること

はできないので、その中で特に昭和５６年

以前に建築された住宅に対する補助につ

いて集中的に進めておるところでござい

ます。 

 昭和５６年以前の住宅につきましては、

現在まだ摂津市にかなり存在しておりま

す。能登半島地震におきましても、昭和５

６年以前に建築された住宅への被害が特

に顕著に見られたという状況がございま

すので、どの辺に集中していくかというこ

とを検討していかないといけないと考え

ております。 

 その中で、ブロック塀などにつきまして

も、この国土強靱化計画の中にあるように、

今後その補助金の在り方についてもどん

なふうにしていくか検討していくことに

なると考えております。 

 続きまして、狭隘道路整備事業について

でございます。この制度につきましては令

和６年度に制度改正して、補助の範囲を市

域全体に拡大したところでございます。今

年度の実績ですけど、完全に補助を完了し

ておるものは１件となっております。 
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 ただし、補助するところにつきましては、

建築工事の一番最終部分になってまいり

ます。建物が建った、あと道路整備して完

了して補助という形になりまして、まだ年

度途中でございますけど、協議を進めてお

る部分については補助完了した以外に３

件ございます。そこにつきましては今年度

中に終わるか、もし終わらない場合につき

ましては協議が完了しておりますので、後

に申請していただくという状態なので、令

和７年度の予算がつきましたら改めて申

請していただいて助成していくことにな

るかと思います。協議自体が終わってるの

が残り３件出てくる状況でございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 それでは、水みどり

課に関係します御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、公園遊具の点検についてでござい

ます。令和６年度の公園維持管理事業と電

気機関車等公開事業、公園遊具補修事業、

これらを令和７年度は公園維持管理事業

に統合させていただいております。その中

で細分化されている項目も整理させてい

ただいておりまして、公園遊具の点検に関

しましては公園維持管理委託料の中に統

合させていただいておりますので、公園遊

具の点検業務に関しましては、これまでと

同じく実施してまいります。 

 次に、公園の実証実験についてでござい

ます。令和４年度から令和６年度に明和池

公園で開催されておりました桜まつり、こ

のイベントの主催者に対しまして、公園魅

力向上実証実験補助金としてイベント開

催に係る経費を交付させていただいてお

りました。このイベントの中でアンケート

を実施させていただいたものが実証実験

ですが、アンケートの結果からは、イベン

トの開催ニーズが高いことが分かってお

ります。 

 しかしながら、公園管理者としましては、

イベントを主催することは考えておりま

せん。ただ、こうしたイベントのための公

園使用については、使用料の減免といった

対応を柔軟にやっていきたいと考えてお

ります。 

 続いて、ちびっこ広場の管理についてで

ございます。委員が御指摘のとおり、鍵を

かけられてしまって使いにくいというこ

とになっているところは我々も把握して

おります。これ以外にそういった公園、広

場があるということはございません。今、

この管理していただいている自治会とは

協議・調整を行っているところでございま

す。 

 非常に熱心にしていただいているとこ

ろの裏返しでもあるような管理状況にな

っております。令和７年度中に、この管理

について、協議を続けまして、継続してい

ただくのか、市に管理を戻していただくの

か、そういったことをしっかりと話してい

きたいと考えております。 

 最後に、鶴野地域の公共施設再編につき

ましては、関係各課で情報共有しながら、

延期になったということについても対応

させていただいております。公園につきま

しては現状と変わらないというところで、

とりわけ対応することはないと考えてお

ります。 

 ただ、鶴野第２公園の使用についてどう

なるのかということですので、こちらにつ

きましては定期的に御利用いただいてい

る団体には、これまで令和７年度から使え

なくなると案内申し上げてまいりました

ので、当面の間使えるということで、再度
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案内させていただいているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございました。

それでは、２回目に入っていきたいと思い

ます。 

 税の件でございますが、個人市民税、法

人市民税、それから固定資産税、緩やかな

経済成長ということで、個人市民税でいえ

ば、この間の賃上げが進んできていること

も後押しされてるのかもしれません。 

 一方で、物価高がその賃上げに追いつい

ていないという部分もあって、住民の生活

は、緩やかな経済成長といえ、それがなか

なか実感できる方がまだまだ少ない状況

にあるんではないかと思っています。令和

７年度の税収については、前年度よりも、

それから地方財政計画よりも同等か、それ

以上の伸びを摂津市では期待できるとい

うことで理解をいたしました。 

 ふるさと応援寄附金の減収分について

は分かりました。かなり大きな数字でびっ

くりしております。もちろん、ふるさと納

税というのはテレビでもコマーシャルさ

れておりますし、摂津市でも新たな返礼品

を設けて寄附金を募っている動きが強ま

れば強まるほど摂津市民が他市へ寄附を

されるという行為も増えていくと思いま

す。 

 ただ、毎年２億円、３億円という、本来

摂津市が自主財源として使うべく税が自

治体同士で分捕り合戦をさせられている、

何なんだというのは少し憤りに近いもの

を感じております。３億円というのは、今

回の補正予算で、今、妹尾課長ともお話し

ていた地方交付税を再計算して３億円入

ってきましたという数字です。それが出て

いくわけですから、本当に改めて、私はこ

のふるさと応援寄附金、制度そのものを本

来であれば地方交付税で調整機能を働か

せていくと、それが国の制度の在り方でも

ありますし、国が地方自治体や地方の住民

自治、地方自治を守っていく点では、非常

に阻害させるような制度だということを

改めて感じております。これはここでどん

なに力説しても何ともし難いものではあ

りますが、ただそういうものであるという

ことは、行政の皆さんも理解していただい

た上で、近隣の市町村、特に大阪都市部近

郊の自治体というのは大体マイナス、つま

り取られ損の自治体が多いと思います。田

舎だっていろいろ苦労されていると思い

ますので、そういうところに力を使わせる

なということで声を上げていって、その制

度そのものの見直しを全国の自治体で声

を上げていくようなムーブメントを起こ

すよう、ぜひ検討していただきたいという

ことを個人的な期待を込めて申し上げて

おきたいと思います。 

 それで地方交付税とか市債の発行のこ

ともお伺いいたしました。総務部長からも

お話しいただいたんですが、もう一回お聞

きしたいのは、市債の発行が令和１０年度、

令和１１年度くらいには４０億円くらい

の発行になり推移していくけども、令和１

３年度頃からは元金償還の範囲内で市債

発行が収まってくるというお話をしてい

ただいたように理解をしたわけです。 

 そうしますと現状の主要建設事業が固

まり過ぎている結果、平準化することによ

って、もちろんその健全化プラン等で歳入

歳出の見直しとか、業務の在り方であると

か、一定の見直しは必要ではあるけれども、

一定この時期を乗り越えれば、大体令和１

３年度頃には償還の範囲内の市債で済ん
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で財政運営も健全になっていくという理

解でよろしいのかどうなのか。または先ほ

どからお伺いしているように、この間の市

税収入が上がってきた。それからＪＲ千里

丘駅西口の再開発で人口が減少している

社会の中で一定増えているのと、固定資産

税や税収も上がってくるというような問

題、さらには一定の財政運営の工夫と言い

ますか、健全化プランを行っていくという

ことを前提にしたものなのか、その辺、再

度の御説明をお願いします。 

 今までの中期財政見通しというのは、あ

くまでもこのままにしておいたらこうな

っちゃうと、何年後には基金が枯渇してし

まうというようなものでした。ただ、それ

はあくまで一定の条件の下で指標という

ような資料として我々は受け止めていま

したから、当初予算を組むときに基金を取

り崩して予算を計上した後も、一定収入が

入ってくれば基金が戻る、それから決算が

済めば不用額等がまた基金に戻されると

いう点でいうと、基準がある程度温存され

てきた。 

 地震のときやコロナのときでも基金が

温存され増えていたという状況が続いて

いたわけですから、そんな財政見通しの見

方、もちろん無視じゃなくてこういうこと

が起き得るという形での理解ではありま

した。今回の健全化プランが必要だとされ

ている財政が苦しいという状況の捉まえ

方が今までの中期財政見通し的な受け止

めでいいのか、そういうもの抜きでも何と

かやりくりすれば令和１３年度には市債

発行も抑えられていきますという受け止

めでいいのか、もう一回確認したいと思い

ます。 

 次に、資産活用課の土地貸付収入です。

これは資産活用課が所管している土地で

すから、行政財産ではなくて普通財産とい

うことであります。そういったところでも

有効活用という点で、売却したり、それか

らコインパーキング等をやって一定の収

入を得るようなことができるということ

だと思います。 

 もちろん旧味舌小学校跡地であるとか

旧三宅小学校跡地、ここも普通財産とされ

ていますが、学校統合以降の経緯、一旦売

るという計画が、市民の声をお聴きして防

災空地として残すんだという前市長がお

っしゃったそういった経過のある普通財

産とはまた違って、市内幾つかの低未利用

地については有効活用して収入確保する

というのも非常に今、自治体の大事な課題

でもあるかと思います。ぜひそういった活

用はしていただきたいですし、その際もや

っぱり気をつけていただきたいのは、どん

なふうに利用するのか、もしくは売却を予

定するんだというときには地域の皆さん

とも十分に意思疎通を行っていただきな

がらやっていただくことを求めておきた

いと思います。この質問はこれで終わりま

す。 

 それから、集会所についてであります。

１８施設について耐震強度がないけれど

も、地域にとっては非常に重要な施設でも

あります。再編整備等々のＦＭの考え方も

ありますけれども、協働のまちづくりであ

ったり、これからの新しい市政の在り方が

問われてくる中で、集会所の在り方も地域

の皆さんとよくお話し合いしていただい

た上で、検討をしていただきたいと思いま

す。この点の取組については、市民の皆さ

ん、地域の皆さんに見える形でやっていた

だきたいと求めておきます。集会所は以上

です。 

 市営住宅についてであります。修繕料に
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ついては分かりました。 

 それでもう一つお聞きしたいのは、市営

住宅の長寿命化計画が立てられていまし

て、この間も議論を何度かしてきましたけ

れども、一津屋第１団地、第２団地と三島

団地について、評価は維持管理という形で

やっていくと。鳥飼八町団地については１

次審査、２次審査、３次審査を経て建て替

えという前提に方針を検討していくと。こ

れは長寿命化計画のちょうど真ん中に当

たる２０２７年度までにはどんな形の建

て替えにしていくのかという検討結果を

出していく、決定していくということもこ

の長寿命化計画の中でうたわれておりま

す。 

 ２０２７年度といえば、新年度は２０２

５年度ですからあと２年ということであ

ります。新年度には一定の検討とか議論と

か、もしくは今お住まいの皆さんとの意見

交流もなされていく状況が訪れるのでは

ないかと思いますので、令和７年度の取組

についてお聞きしておきたいと思います。 

 それから、防災危機管理課の資材につい

ては、一定どういうものを用意して、どう

いったところに置くんだということは御

説明いただいて分かりました。ありがとう

ございます。 

 先ほどのＫＰＩのお話ではないんです

けれども、危険が迫っていると、そういう

のを理解すればするほど、不安は広がって

いきます。そういったものと同時に、防災

の取組について摂津市がちゃんとやって

くれているという姿が見えれば、ある時期

までは防災に強いまちだと思わないとい

う人が増えていくかもしれませんけど、そ

れでも摂津市はこういうことをやってい

るんだ、こういう準備があるんだ、もしく

は地域でこんな話合いができたんだとい

うことの積み重ねによって、それは逆に言

えば、またＶ字回復をしていくと思います。

ある意味そのＫＰＩの指標としてそれが

どうなのかというのは、今後、行政経営戦

略の中で議論していただけたらと思いま

すが、そのためにも防災資機材はどんなも

のがあって、どんなところに置いてあるか。

もちろん地域の防災サポーターの方々は

一定御存じなのかもしれませんが、広く市

民の皆さんにも、ここにはこういったもの

が常時置いてありますという情報を、ぜひ

防災情報という形で流していただく、周知

していただくことによって、ここに行った

らこんな装備があるんだとか、学校に行っ

たらトイレの心配なく用を足せるとか、こ

ういう準備があるということが分かって

くれば、不安とか恐怖というのが和らいで

いく。摂津市で浸水してもう逃げられない

と思考停止になってしまうのが一番怖い

わけで、一定こういったやり方があること

を示すことによって、避難に足を踏み出す

方も増えていくんじゃないかと思います。

ぜひ資機材の種類とか、どこにこんなのが

あるとか、もちろん期限が来たら買い換え

していますという情報を、避難訓練に参加

していない方々にも日常的に回覧板等で

流していただけたらいいんではないかと

思います。これは提案しておきます。 

 地域防災計画についてでございます。人

材と言いますか、人員確保の問題ですけど

も、やっぱりマンパワーが災害時にはどう

しても必要になってくるかと思います。人

材確保をどうするのかという観点はずっ

と追求していただきたいと思いますし、そ

れでもいないからもう仕方がないんだ、計

画ができないんだということではないと

思います。先ほど御説明いただいたように、

応援をいただいて、その応援いただいた人
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たちがどこに行ってもらうかを早く指示

が出せるような体制づくりも大事な観点

だと改めて思いました。そういう準備を進

めていただきたいと思いますし、地域防災

計画であったり、ＢＣＰの中でもそこを重

視してやっていただけたらと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 ペットについては、御説明いただいたよ

うにペット同行避難というのは動物を守

るためということはもちろんそうですし、

家族同然だと思っている方々が、ペットを

連れていけないんだったらもう私逃げな

いわという方々がたくさんいらっしゃる

と。そういう人たちもちゃんとあなたもペ

ットと一緒に助かる道を選んでください

という意味合いもあるかと思いますし、東

日本大震災であれば、置き去りにされたペ

ットの犬などが野生化することによって

環境の問題が起きたということもありま

す。今環境省などでも人とペットの災害対

策であったり、自治体によっては、ペット

を飼ってらっしゃる方に、地震があったり

災害があったときに避難所に逃げるとき

にはどうしたらいいのかという啓発のガ

イドブックなどを配ったりされているよ

うにお聞きしました。 

 民生常任委員会でも環境政策課に増永

委員が質問をしたところ、狂犬病予防注射

のときにもそういうペット連れの避難に

ついてのチラシをお配りされているとい

うことを聞きました。ただ、ペットを飼っ

ている方がそういった理解をしたとして

も、地域全体がそういう認識に立っていな

いと、いざというときに非常に現場では混

乱が発生することと思います。ペット同行

避難が原則であると、そのために行政がこ

ういった立場の整備を行うんだと、それか

らペットを飼っている方々にはこういっ

た啓発を行って注意を促して、運営もこう

いう形でやるべきだという指針を示す取

組も同時に求められていると改めて思い

ました。 

 先日も防災サポーターの訓練に初めて

参加させていただいて、藤浦議員の指導の

下、訓練をさせてもらって、改めてこれは

大変だし、こういう訓練を重ねないと、い

ざというときに大変だと思いました。それ

が分かっただけでも非常に有意義な時間

を過ごさせてもらいましたけども、何度も

何度も繰り返しをする、耳にたこができる

くらいいろんな取組を繰り返しやってい

くことが大事だと思いました。ペット同行

の問題についても啓発とか、それから整備

についての検討とかも、ぜひ進めていただ

きたい。長くなって申し訳ないんですが、

要望しておきます。 

 ＤＸ推進事業については、御説明いただ

きました。単なるデジタル化を進めていく

んじゃないんだと、業務の在り方そのもの

も見直していく中で、デジタルを有用に活

用していくんだと。もしくは場合によって

は、デジタルじゃなくてアナログを残しな

がらやらなきゃいけない場面も想定され

るだろうし、デジタルを進めたときには、

デジタルの苦手な方に対する対応もやら

なきゃいけない。そういったものを全部ひ

っくるめてデジタル化が進んでいく中の

行政の在り方を議論していくような計画

の議論をやっていると理解をしました。 

 不十分であれば、また教えていただけれ

ばと思いますけども、そういった計画であ

るのであれば、例えば摂津市のいろんな計

画がありますが、ほぼほぼ行政経営戦略の

枠組みの中で、下部計画としてひもづけら

れて、ＫＰＩで何年後にはデジタルの計画

は何％にしますとか、そういった計画をど
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うしてもイメージしてしまいますけども、

今のお話を聞くと、これはそういった性格

のものではないと理解をするものですが、

その辺の位置づけについて確認をしてお

きたいと思います。 

 公共交通についてであります。ぜひ市民

参加や情報公開はやりながら進めていた

だきたいと思います。とりわけセッピィ号

や循環バス運行形態の見直しというのは

協議会の中で参加されている公募市民の

皆さんもそうですし、地域の皆さんにパブ

リックコメントを出しませんかという声

かけをさせてもらってたんですけども、す

ごく関心を寄せられています。パブリック

コメントに直接反映したかどうかは分か

りませんけども、市民の皆さんに情報公開

し、提供し、意見も聴きながら、専門家の

皆さんと相談しながら具体的な計画を進

めていっていただきたいと思います。 

 昨年の１１月に発足したと理解してる

んですけども、国が呼びかけてつくられた

「交通空白」解消・官民連携プラットフォ

ームです。いろいろ先端技術とかソリュー

ションをお持ちの企業と公共交通に困っ

ている地域や自治体の皆さんとを引き合

わせて、何か利用できるいい技術がないの

か。企業からしてみればビジネスチャンス

というような意味合いもあるのかもしれ

ませんが、そこで得た情報を地域公共交通

協議会の中で摂津市に生きた形で生かさ

れるものがあれば活用していただきたい

と思います。 

 ちなみに、このプラットフォームに参加

する上で、自治体からアンケートを書いて

提出することが条件となっていました。摂

津市もこれに参加されたということであ

りますが、どんなことに困っているのか、

どんな技術が必要かなどというアンケー

ト項目があったかと思います。この際、摂

津市としてこのプラットフォームにどん

な期待を寄せているのか、摂津市自身がど

んなことに困っていると表明をされたの

かお聞かせいただけたらと思いますので、

よろしくお願いします。 

 千里丘三島線道路改良事業については

分かりました。以前にも情報提供していた

だいたものだったと思います。相手のある

ことでもありますので、裁判ということで

すから結論が出るまでは動けないかと思

います。その未整備地域以外のところをで

きるだけ早く、それから地域の地権者の皆

さんの声にも寄り添いながら、早期にこの

千里丘三島線、安心して通行できる歩道の

整備を進めていただきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

 耐震の問題です。私自身も耐震強度の診

断をやったけれども、改修工事にまで踏み

切れていない当事者でもあって、なかなか

質問しづらいという思いも持っています。

第２期の耐震計画の中でも、耐震診断をや

って強度がないと判断されたけど、耐震改

修に踏み切れない、なぜですかというよう

なアンケートなども取られております。そ

ういった意見にも耳を傾けていただきな

がら、この間、耐震強度のない家の危険性

であったり、それから耐震改修はどうやっ

たらいいのかという情報提供であったり、

計画に沿った取組をやってこられたかと

思います。ぜひ、強度の弱いおうちに住ん

でいる人が耐震改修に踏み切れるような

具体的な計画を策定していただく、または、

計画策定の段階でいろんな方の声を聴い

ていただいて、その声を生かしていただく

ような計画にしていただきたいので、これ

も求めておきたいと思います。 

 狭隘道路については、令和５年度、ゼロ
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だったのが、令和６年度は協議まで済んで、

残されたのは、あと３件あるということで

ありました。 

 全体でどのぐらいの申請があったのか、

その中の協議、３件まで達しているのか、

可能であれば、お答えいただきたいと思い

ます。要綱を改定したことによって、この

制度が少しずつ周知されてきているのか

と理解をしておりますので、その点だけ、

お聞かせください。 

 最後、公園についてでございます。 

 公園については、いろいろとこの場でも

議論もさせてもらってますし、会派を超え

て魅力ある遊具であったり、みんなが生き

生きと利用できる公園にしてほしいとい

う要望もたくさんあって、昨年でしたか、

福岡県北九州市で地域の公園を地域の皆

さんで一緒につくるという取組を理事者

の方とも一緒に視察してきて、すごくいい

なと。本当に協働のまちづくりの実践だと

思いながら帰ってきましたので、こういう

実践をもって、一つの公園からでも結構で

すので、始めていただきたいと思っており

ます。 

 その点、令和７年度にそれができるのか

どうかというのはお答えできるか分から

ないんですけども、何かの大きな仕組みを

つくるところまでいくかどうかは別にし

て、そういった取組に足を踏み出していこ

うというような動きであるとか、そんなコ

ンセンサスが部内の中でできているのか、

その点だけお聞かせください。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、２回目の

御質問にお答えいたします。 

 先ほど、御答弁申し上げました中での市

債発行と元金償還金の差の問題と、今まで

はこれだけ事業をやっていくと将来大変

なことになりますという形で中期財政見

通しを見ていたけれども、今後は健全化プ

ランを作成しないといけないような状況

になるところで、どう理解していくかとい

う御質問であったかと思います。 

 まず、誤解を生むような表現があったか

もしれませんので、改めて御説明させてい

ただきます。 

 現在、予定されている事業費を実施して

いくと、市債の発行がかなり多額になる状

況であります。その多額の市債発行が終わ

れば、額としては低くなりますので、当然、

その後に公債費が上がってまいります。こ

れから市債を発行する額との逆転が生じ

ますので、言わば、市債発行額が落ちてく

るというよりも公債費が上がってくると

御理解をいただいたほうがよろしいかと

思っております。 

 以前、非常に苦しい時期を本市が迎えた

時期は、公債費が今よりも多額でございま

した。それが平成１０年頃から平成１８年

頃にかけて、かなりの公債費の額がありま

した。その時点では、市債発行を控えて、

後年度の負担を下げていかなければ、市の

財政がもたないというところで、いろいろ

な行政改革を行ったことについては、委員

も御存じのところかと思っております。 

 額としては、先ほどの塚本委員のところ

のお話でもありましたけれども、今後、ゼ

ロ金利時代がなくなることも合わせます

と、今後は公債費が上がってまいりまして、

財政状況を逼迫するような状況が出てま

いります。公債費が今、２０億円を切って

いるような状況でございまして、令和５年

度、令和６年度が今までからすると底に当

たりますというお話もさせていただいた

ことがあるかと思います。今後、この公債
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費は上がっていくと思っていただいたら

よろしいかと考えております。 

 こうなったときに、この物価上昇である

とか、賃金労務単価の上昇があれば、公債

費以外で、扶助費であるとか、人件費であ

るとか、物件費であるとか、そういうもの

も、先の見通しは分からないですけれども、

これから上がっていくのではないかと考

えておるところです。 

 中期財政見通しで今まで考えておった

ところで、物価上昇の部分は、ある程度見

てはおりましたけども、昨今の上昇率のほ

うがかなり高い状況の中で、やはり今、令

和９年度で基金が枯渇してしまうのでは

ないかという見通しを立てています。ただ、

今までも最終的に決算時の不用額で戻っ

てきましたという事実もございます。果た

して、これが今までのように戻るのかとい

うところについて、我々は考えていかなけ

ればならない時期に来たのかと考えてお

ります。 

 その上で、楽観視をして大丈夫だろうと

いうことであれば、不安は必要ないと思い

ますけれども、そういう考え方で、もし逆

に財政再生団体になったときにどう責任

を取れるのかが一番心配するところであ

ります。そうなりますと、市民サービスも

低下していくと。我々が守りたい行政サー

ビスが守れなくなってしまう。そういうこ

とがないように健全化プランを作成して、

いま一度、事業を見直して、財政再生団体

にならないように安定的な財政運営を、市

民の皆さんにも安心して行政サービスを

受けてもらえる状況をつくっていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、市営住宅

管理事業の中で、鳥飼八町団地建て替えに

ついて、令和７年度の取組でお答えさせて

いただきます。 

 鳥飼八町団地につきましては、昭和５０

年に建築された木造の平家建てでござい

まして、令和４年度に策定いたしました市

営住宅長寿命化計画の中では、おっしゃっ

ていただきましたとおり、令和９年度まで

に建て替えを前提に方針を決定すること

といたしております。 

 令和７年度につきましては、引き続き、

ＰＦＩを含めた先進事例の収集、それから、

必要に応じて大阪府と協議を行いまして、

最小の経費で最大の効果を発揮できるよ

う、建て替え手法、その時期についても、

検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 大西課長。 

○大西情報政策課長 ＤＸ推進計画の数

値指標の考え方についての御質問にお答

えをいたします。 

 先ほども御答弁をさせていただきまし

たけれども、この計画は単なるデジタル化

を目的にしているものではございません。

一般的によくございます、デジタル化が

何％普及したとか、そういった指標を設け

る考え方は、今ございません。どちらかと

申し上げますと、デジタルを活用して、市

民の方の利便性が高まったとか、便利にな

ったとかをいかに感じていただけるかと

いう指標を市政モニターアンケートであ

ったりとか、市民意識調査とかを用いて設

けていきたいと考えております。 

 また、少しお話に出ておりました行政経

営戦略とＤＸのお話でございます。今、行

政経営戦略は、各分野計画の集合体のつく

りになっております。ＤＸというものは、

各分野を横串に刺して動かしていくもの
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と考えております。行政経営戦略の改定も

始まってまいりますので、情報政策課とし

てはそういった考えで、政策推進課と協議

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田建設部長。 

○永田建設部長 ２回目の御質問にお答

えさせていただきます。 

 官民連携のプラットフォームの活用に

当たって、アンケートを提出した内容につ

いてでございます。その内容として、困っ

ていること、あるいは期待していることと

の質問であったかと思います。まず、困っ

ていること、課題というところに当てはま

ることかと思いますが、高齢化の進展とと

もに、自宅からバス停やバス停から目的地

までのラストマイル、この移動手段が不足

している状況、また、現在運行している路

線バスが、今後、減便や廃止につながる可

能性を含んでいることから、このラストマ

イルの移動手段を確保して、路線バスの利

用促進と維持ができること、これが課題で

あると考えております。セッピィ号、ある

いは循環バスを見直すに当たりまして、こ

の移動手段の確保、維持につながる情報や

ソリューションを得ることができればと

いう思いであります。 

 しかし、参画するからといって、実現す

るかどうか分からない点があるんですが、

参画することでアンテナを伸ばしておく

ことが重要であるかと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 狭隘道路整備事業

についてのお問いにお答えさせていただ

きます。 

 本事業につきましては、道路管理課とと

もに進めております。 

 まず、窓口であります事前協議という形

で道路管理課において相談を受けており

ます。これが、およそ５０件ございまして、

この補助に向けた協議まで完了したもの

が、そのうち４件という状況となっており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 それでは、公園につ

いての御質問にお答えいたします。 

 公園の利用などにおきましては、今後、

検討していく必要があることは認識して

おります。 

 その具体的な手法としましては、ワーク

ショップが挙げられますが、水みどり課と

しましては、これまでに経験もなく、ノウ

ハウもないところでございますので、直ち

にそうした取組に着手できる状況ではな

いと考えております。 

 維持管理に関すること、公園のルールづ

くり、それから福岡県北九州市のような再

編計画、全国的に公園に関する様々な事例

がたくさん出てきておりますので、そうし

た情報を収集し、事例研究から取り組んで

いく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 財政の件で、少し理解を間

違えたかもしれませんが、市債発行額が減

ってくるのではなくて、公債費が増えると

いうことだったわけです。 

 本会議の代表質問で部長も御答弁をさ

れていて、財政状況が今までのような状況

ではないんだぞと、収支均衡で収入の範囲

で支出をするような構成となるよう財政

健全化プランをつくっていくと、そのプラ

ンを全庁の中で進めていくんだというお

話だったかと思います。 
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 財政健全化プランと聞きますと、３０年

ぐらい前、まだ私が議員になる前に、業務

再構築運動というのが、１９９５年からあ

りました。その後、財政健全化計画、第５

次にわたる行財政改革を進められ、当時も

このままでは民間企業で言う倒産になっ

てしまう、５年後には基金が枯渇する、第

二の夕張市だというようなことで、非常に

危機感をあおりながら、財政再生団体にな

ったら、市民サービスも思うようにできな

くなりますと言いながら、学校の統廃合や、

森川市政最後の４期目の４年間では、下水

道料金を２回にわたって１５％の値上げ、

１２．５％の値上げ、水道料金１４．４％

の値上げなどが行われました。財政再生団

体になったら大変だ、皆さんの生活も市民

サービスもなくなると言いながら、学校が

なくなり、いろんな料金がどんどん引き上

げられて、その４年間だけで、総額２０数

億円の負担が市民の生活にのしかかって

きたと記憶しています。 

 その後を受けた森山市政においても最

初の１期目はなかなか厳しいもので、まさ

に第二の夕張市になるという言葉で危機

感があおられました。 

 その当時を知る方は御存じだったかと

思いますけども、３年間の指標で実質公債

費比率が発表されて、新聞の一面に摂津市

がワーストファイブぐらいに名前を連ね

ました。翌年度からは、実質公債費比率が

どんどん改善に向かっていくことは、はっ

きりしていた背景もあったにせよ、下水道

事業等の急激に進めてきた事業と、それか

ら固まった公債費の負担が財政を非常に

苦しいものにしていたことは事実だった

と思います。 

 ただ、基礎自治体というのは、健全な財

政運営をすることが目的ではありません。

民間企業であれば、健全経営をやって、コ

ストを最小化し、利益を最大化する。利益

を上げるのが使命ですから、その道に進ま

ざるを得ないと思いますけども、地方自治

体の役割というのは、地方自治法にも明記

され、皆さんも御承知のとおり、住民の暮

らしを守る、住民の福祉の増進を図る、そ

のために皆さんから集めた税金であると

か、国からの補助金であるとかで、様々な

市民サービスを提供するために頑張って

おられると思います。 

 財政健全化のために市民生活に様々な

負担を押しつけてもいいんだということ

ではないのは、もう十分に御理解いただい

ているかと思います。往々にして健全化プ

ランなるものが収支均衡だと言って、市民

サービスの低下や公共料金の増額が市民

への負担としてのしかかってくる、そうい

う経験を既に私たちは３０年前、２０年前、

この地で経験しています。先ほど、副市長

からありましたけど、そう言いながら３５

億円でスポーツ広場を購入したりとか、必

要のない土地を購入したりというような

片や放漫な財政運営もやりながら、市民の

皆さんにはいろんな負担をお願いしてき

たということも実際にありました。市民の

暮らしを守る、そういった自治体としての

享受を持った上での財政健全化という議

論を、ぜひ進めていただきたいと述べてお

きます。 

 当時、様々な市民負担がありましたけど、

当時と今の違いは、先ほどもありましたよ

うに、市債残高はうんと少なくなっていま

す。少し時間稼ぎができるような状況もあ

るかと思いますが、もう一つ深刻なのは、

市民の体力が大変弱くなっていることで

す。３０年ぐらい前の摂津市の高齢化率、

６５歳以上の方の比率は、８％代でした。
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今は２６％を超えています。その分、お医

者さんにかかったり、介護を必要としてる

方も増えていますし、もちろん元気な人は

収入が上がっていますけれども、収入も生

活も苦しい状態が続いている人が多いと

いうのが、当時と大きな違いです。さらに

は失われた３０年と言われているこの間

の経済情勢の下で、賃金が上がらない、今

の物価高騰で格差がどんどん広がってい

て、中級の方々がいなくなって、大きく分

断されてしまっています。 

 摂津市は、もちろん１人当たりの市税収

入は多いですけども、個人市民税だけを見

れば、決して北摂の中では裕福なまちでも

ないわけです。庶民のまちでありますから、

当時と同じような形でやられてしまえば、

住民生活こそが破綻してしまうことにな

るのはお互いに肝に銘じておく必要があ

るかと思っています。 

 市債発行を適正に行いながら、住民の負

担を極力増やさないようにする。その上で

どこからか歳入を確保していく、先ほどの

ようなふるさと納税でお金がぼんと持っ

ていかれたり、例えば固定資産税の半額を

摂津市企業立地等促進条例で、これも２億

円から３億円、毎年払っている制度が本市

にはあります。役割は十分理解しています

が、その８割は大企業が利用される制度で

あって、歳入の確保をするのであれば、そ

ういったところの見直しを図っていく。 

 水道料金で言えば、子育て世代の中間層

が２か月で３万円、４万円かかっていると

ころの負担を制限して、大量の水を利用し

ながら事業活動をやっておられる大きな

会社の負担を、今でも計量方式ではありま

すけども、少し負担を増やす傾斜配分を考

えるとか、そういう立場からの検討もぜひ

やっていただきたいと思います。最後に、

その見解を副市長にお願いして、私、質問

を終わりたいと思います。ほかのお答えい

ただいた分については理解しましたので、

ありがとうございました。終わります。 

○野口博委員長 山本副市長。 

○山本副市長 財政健全化の道を総括的

にというような御質問でございます。 

 先ほどの塚本委員への答弁の中で、私の

説明から少し誤解を生むようなことが起

こっているのかと思いますが、財政を運営

していく上で、時代に沿って、都市基盤整

備ということも必要でございます。その都

市基盤整備を進める上で基金も活用し、起

債も活用するということが財政手法の中

では普通の在り方でございます。 

 当時は私もたまたまといいますか、財政

課におりました。３５億円の市債を発行し

たときも財政の担当でございましたが、当

時、いろいろと事業を進める上、また都市

基盤を進める上で事業が決定していきま

した。そのことは、皆さんの合意を得なが

ら進めていったと思います。 

 先ほど御説明した現スポーツ広場で申

しますと、安威川以北については、青少年

運動広場がございました。安威川以南は、

そういう運動広場的なものはなかったと

いうことで、安威川以南にも、国体用地と

して、借り上げている土地ではありますけ

ども、残していただきたいという強い要望

もございましたので、当時のトップの方々

が、残していこうと。残していくんであれ

ば、やはり未来永劫、賃貸料を払うという

ことではなくて、何か市の財産にならない

かという中で工夫をするようにという指

示がございました。 

 補助金とか、いろいろ探しましたけども、

最終的にそういう直轄的な財源はありま

せんでしたので、一般単独事業の地域基盤
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整備の市債を借り入れ、現在は借金の返済

も既に終わっていると思います。当時、大

変いろいろな知恵を絞って、当時の先輩方

も含めて、財政運営をされて、私もそれを

下で見て、今、教訓としています。 

 現在の状況ですけども、今、妹尾課長か

ら、建設事業費の話がございました。 

 一つの要因としてはあろうかと思いま

すけども、建設事業費が膨らんでいること

がこのことを招いている全ての要因では

ないと、私は思っております。 

 安藤委員も覚えておられるか分かりま

せんけど、当時、あれもこれもはできませ

んと。あれかこれかという視点で職員に意

識をしてくれと。あれかこれかを意識をし

ながら、サービスを低下しない方法を考え

ろと、当時の上席から指示が出て、みんな

で知恵を出していこうということで、進ん

でおりました。 

 ですけども、どうしてもこのままいくと、

財政再生団体になるという一つの方向が

見えましたので、建設事業費については枠

をはめさせていただきました。償還元金以

下の建設事業費を続けないと、借金はどん

どん膨らんでいってしまう。借金を減らす

方法の一つとして、当然ながら返す以上に、

元金以下に起債の額を抑えると。となると

元金が減っていきますので、財政も好転し

てくるのではないかと。それが数年後、そ

ういう時期がありました。新聞には、摂津

市の建設事業費は全国から見て下から何

番目やという記事も載ったりして、市民の

皆様からすると、都市基盤整備の夢という

ところ、少し辛抱していただいた時期であ

ったのかと思っております。 

 今、安藤委員もおっしゃったように、起

債の現在高、当時と今を比べたら、借金の

現在高は当時のほうが多うございました。

基金の直近の現在高は当時のほうが少の

うございました。今は逆に言うと、基金は

当時より多く残っています。起債現在高は

少ないです。なのに健全化プランかと、そ

ういう疑問を抱かれることは私も理解し

ております。先ほど、塚本委員の答弁で申

しましたように、特別なことはするんじゃ

ない。この行政経営戦略に書いている行財

政運営をやっていくと。今もやっていって

おりますけども、よりこのことを全庁的に

やっていくことで、財政課が危惧をしてい

ることにならないようにしていきたい。 

 当時と今とを比べて、もしかしたら当時

より時間がまだあるかも分からないとい

う思いは私もありますので、今から何か変

えていかないと、数年後、変化をするより

も今から変えていくことで、財政課が危惧

する財政再生団体にならないようにする

ために物事を進めていこうということで

ございます。具体的にはこれからいろいろ

と御提案することもあろうかと思います

けども、その中でまた御議論いただけたら

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 スポーツ広場の話、持ち出

してしまったので、昔の議論になってしま

って申し訳ありません。これまでも議論し

てきたとおり、いろいろ考え方、立場の違

いは多少あるかもしれませんけど、基本的

には住民の暮らしをどうやって守ってい

くか、守れることのできる摂津市の行財政

があるべきだと思っております。そのため

にも自治体としての役割、きちんと発揮す

ることを前提にした財政健全化の議論を

してほしいということを申し上げておき

たい。 

 それから今回のように延期計画があっ
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たり、もしくは場合によったら、ある人た

ちには負担が重くなったり、痛みを感じる

ようなことがもし仮に出てくるのであれ

ば、きちんとした説明責任を果たして、段

階を踏んだ形で、一歩一歩進めていただく

ことをぜひやっていただきたいと求めて

おきます。 

 ありがとうございました。終わります。 

○野口博委員長 安藤委員の質問は終わ

りました。 

続いて、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 順次、質問させていただ

きたいと思います。もう３人目ですので、

重なっているところもありますから、そう

いうところは、要望にとどめながら質問さ

せていただきます。 

 まず、財政全般ということでございまし

て、これも何度も質問されていますが、今

回の一般会計は、ついに５００億円を超え

て、５１７億円ということで、前年度より

も５９億５，０００万円多い、約１３％増

加しているということでございます。特に、

インフラ整備、箱物の建設等が大きな要因

だと思います。それ以外にも、例えば物価

高であったりとか、あと人件費の増大とい

うのもあります。これも決して侮れないこ

とだと思いますが、これからもこの辺のこ

とは、経常経費として続いていくだろうと

いう見立てになると思うんです。今年の春

闘も、また５％を目指してとなると思いま

すし、それに追従して人事院勧告が出てく

るだろうということがあります。そういう

意味では、この人件費、経常経費の計上に

ついても、今後をしっかりと見据えていか

ないといけないことになると思うんです。 

 一方で、市税収入も市民の資力がだんだ

ん上がってくるということもあって、強め

の見立てになっておられると思うんです。

前年より５．４％増ということで、個人も

法人も両方とも、強めに見込んでいるなと

思っています。 

 一方で、地方財政計画は、先ほど議論に

なっていましたけども、石破総理になりま

して、地方の活性とかいろいろ言われてい

るので期待をしていたんですが、期待どお

りではありません。そういう状況の中で、

市債の発行と基金の温存の関係が、非常に

大事だと思っています。 

 基金について、令和５年度は、１４億３，

２００万円という繰越しになりました。こ

れは、ちょうど中期財政見通しの数字と近

いものとなっています。副市長の答弁では

非常に厳しい状況になってくるとのこと

でありました。 

 この基金が、令和６年度の予算上ではさ

らに減りまして、１０２億３，０００万円

ということで、これがどれだけ不用額で戻

ってくるのかということと、あと、交付税

の算定で上振れにより戻ってくることは

よくあります。この辺を期待してるわけで

す。それで単純に令和７年度の残高でいう

と、５７億７，０００万円という基金がな

くなってしまうということになっている

わけでございます。令和６年度の決算を見

て、修正をしていくということで、その都

度見ながら状況を確認していかないと仕

方ないと思いますけども、そういう認識の

下で、聞いていきたいと思います。 

 まず、財産売払収入です。健都イノベー

ションパークで、令和６年度に売り切れな

かったので引き続きとなります。もう一つ

は、ＪＲ千里丘駅西地区の第２街区の売却

になっています。中身の話は駅前等再開発

特別委員会での審査になりますが、財政上

の面からその他も踏まえて、この財産売払

収入について、まず教えてください。 
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 次に、先ほど言いました、地方交付税の

上振れの可能性です。令和６年度と令和７

年度で可能性がどれぐらいあるのかとい

うことです。 

 それと、年度末不用額がいつもは１５億

円ぐらいあったりするんですけど、今、物

価高で入札が高止まりになっているとい

うこともおっしゃってましたから、あまり

期待できないという声も聴いています。ど

んな予測をされているかということを、教

えていただきたいと思います。 

 それから、公共工事の積算単価、労務単

価について、６％の引上げが発表されまし

た。２月１４日、国土交通省が引上げをさ

れていますが、摂津市の工事関係も全部関

係してくると思うので、今やっているもの

まで補正予算で上げないといけないとい

うのもあるのかも分かりません。この辺の

影響も、どんなふうに関わってくるかにつ

いて、教えていただきたいと思います。 

 ２番目、下水道事業会計繰出金について、

先ほどありまして、全て法定内繰入れだと

いうことです。法定外があったら改善と思

ってましたが、これはあらへんということ

で、今、雨水幹線もまだ全部入っていませ

ん。まだまだ安威川以南地域の雨水の問題

は、多額の費用が必要になってくるという

現状です。今、北摂地域でいうと、下水道

料金が高いんです。本市の水道料金が高い

と言われている一つの要因にもなってま

すので、これは、ぜひとも努力をするとい

う意味からも、法定内の繰出しについては、

よくやっていただかないといけません。こ

のバランスは難しいので、よろしくお願い

したいと思います。これは、要望です。 

 ３番目、集会所の管理について、これも

先ほど、議論がありました。ＦＭの中で一

番悩ましいところやと思うんです。たくさ

んある上に古くなっているものもあって、

耐震もしないといけない。しかし、皆、不

特定多数の人が利用されているから、これ

は耐震工事とか進めていかなあかんので

すけども、お金もないということやと思い

ます。毎年、６００万円の修繕料でやりく

りをしているということだと思います。こ

れについては、しっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。 

 それから４番目、ＦＭ推進事業について

です。これも先ほど、議論がありました。

ドローンによる調査をするとか、あと、施

設の再編についても検討が行われている

ということでございまして、それは一定理

解したいと思っています。 

 それで、今あるものについてもＦＭが大

事やけども、新しく造っていくものについ

ても、ＦＭの考え方をしっかり入れていく

ことが大事やと前から主張しています。例

えば、学校です。小学校はもう増築が全部

終わっていますが、千里丘小学校なんか、

今ちょうど工事をしています。９００人を

超えると言うていますが、急激に増えた分

は急激に減るんです。一定期間が過ぎると、

またたくさんの空き教室が出てきます。多

目的に利用することも考えながら施設を

造っていくのがＦＭの考え方になると思

うんです。 

 だから、その助言をちゃんとされたのか、

また向こうからのすり合わせがあったの

かということを本当は聞きたいところで

すけども、お答えも難しいようなので、こ

れは、ぜひ、そういう考え方を持ってＦＭ

を進めていただきたいです。先の先まで考

えて工夫を入れて、多目的に使っていく、

地域と融合させるとか、いろいろあると思

うので、そういう考え方をぜひ入れておい

ていただきたいと思います。 
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 それから、先ほど安藤委員からも、旧三

宅小学校と旧味舌小学校の跡地の話があ

りましたけど、売るというのは駄目です。

そういうことをすると、地域は大変なこと

になるので、これもＦＭの中で、しっかり

活用方法を考えていただきたい。旧三宅小

学校は洪水があっても沈まない地域です

から、防災拠点として地域は望んでいます。

近い将来で、展望を出していただきたいと

思いますので、これは要望しておきます。 

 次、５番目、ＤＸ推進事業についても、

基本的なことを聞こうと思いましたけど、

先ほど何回も答弁がありましたから、これ

も結構です。 

 ６番目、防犯カメラ設置事業についてで

ございます。予算概要で２４ページになり

ます。 

 防犯カメラについても、質問がありまし

た。令和７年度は２５台の増設をされまし

て、市内では２０５台という体制になりま

す。これは、多いのか、少ないのかも含め

て、自己評価していただきたいと思います。 

 ７番目、予算概要８８ページ、交通安全

啓発事業についてです。 

 改正道路交通法が令和６年１１月１日

に施行されました。これは飲酒運転の厳罰

の強化とか、自転車の運転者への飲酒提供

者にも罰則が強化されるということです。

それから運転中のながらスマホも厳罰と

なりました。非常に厳しくなったというこ

とで、ポスターでもありますけど、こうい

う自転車に対するどんな取組をされるの

かを聞いておきたいと思います。 

 次、８番目、公共交通確保維持事業につ

いてです。これも先ほど、議論がありまし

た。公共施設巡回バスと市内循環バスの見

直しということが、まず大きく掲げられて

スタートされるということです。これは期

待をしておりますので、本当にいい方向へ、

抜本的に改定ができるように、お願いした

いと思っています。 

 それで、視点を変えまして、計画の３番

のところに自転車の活用というのがある

んです。これは、フライングやないですけ

どスタートしていまして、サイクルポート

の実証実験がもう始まっています。どんど

んサイクルポートの増設が進められてい

ると実感をしていますが、令和７年度のサ

イクルポートの増設予定について教えて

いただきたいと思います。 

 ９番目、都市再生地籍調査事業です。 

 これは決算のときにも聞きましたが、予

算概要９２ページに載ってます。３７６万

９，０００円について、どこの場所で実施

をされているのか、教えてください。 

 １０番目、駅前広場施設管理事業です。 

 予算概要９２ページで、手数料として、

１，０４２万８，０００円、また、工事着

手支援業務委託料で１，１９９万円となっ

ています。まず、このことについての御説

明をお願いしたいと思います。 

 次に、千里丘三島線道路改良事業につい

てでございます。千里丘南交差点から三島

幼稚園までの工事はもう終わっているん

ですけど、一部で係争中とのことです。こ

この扱いについて、今、係争中で時間がか

かるとおっしゃっていますが、一応そこか

ら阪急電車までは、連立事業が完成するの

と同時ぐらいに拡幅もやっていく計画だ

ったと思います。また、道路の掘り下げも

あったりします。 

 この残された部分についての扱いは、連

立事業の完成に併せてやるようにするの

か、それとも裁判で決着がついたらやって

いただけるのか、その考え方を教えてくだ

さい。 
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 １２番目、特定空家対策事務事業につい

て、予算概要９６ページにあります。 

 このまず、特定空家について、本年度、

予算執行をされています。予算執行をされ

る予定があると思うので、予定されている

ものと、それから本市の空き家の特徴につ

いて、お答えいただきたいと思います。 

 それから、１３番目、多世代同居・近居

支援事業です。予算概要９６ページに載っ

ていますが、１，２９５万円ということで

です。補正予算も組んだということもあっ

て、非常に多く利用していただいていると

理解しています。非常にいいことだと思っ

ていますが、令和７年度での目標、あと周

知方法をどんなふうにされるのか、お答え

ください。 

 １４番目、震災対策推進事業についてで

ございます。 

 予算概要９６ページになりますが、先ほ

どもありました耐震改修促進計画改定委

託料が載っています。まず委託先について、

予定をされているのかどうかということ

を、聞いておきたいと思います。 

 次に１５番目の狭隘道路整備事業です。

これも先ほど来、議論になっていますけど

も、令和６年度では５０件あって、４件が

合意をもらったということでございます。

この制度は、３年前に集中的に強化区域を

決めたものに変えましたけども、それまで

は、市内全域にかかっていたわけです。市

内全域でやってたんですけど、わざわざ変

えました。しかしながら、全域に広げると

いうことで、令和６年度で対象の区域をま

た広げていただいたということでござい

ます。 

 これはこれでよかったと思うんですけ

ども、スタートしたときから、私は、この

制度はぜひやるべきやと推奨してまいり

ました。茨木市では早くからやっていたん

です。茨木市はどんどん道路を広げていく

取組をしていましたので、水も漏らさずや

ってくださいということを当時の課長に

お願いして、毎回のように、何件しました

かと聞いてきました。普通は道路の中心か

ら後退が２メートルです。だけど摂津市は、

２メートル４０センチ下がってくれとお

願いをしていったわけです。 

 ただ違うのは、土地を寄贈してしまうと、

自分のところの敷地が減って、家の建坪が

減るんです。小さい敷地の場合やったら、

減ったら残らへん、家を建てられへんとい

うことになるので、そこが支障になって、

寄贈はできませんとなってしまいます。だ

けど、形状だけは合わすよというのでも可

能であれば、そうしたらええと思うんです。

そういうのも含めて、水も漏らさんように

できてんのかどうかということで、中身を

教えてほしいと思います。 

 それから、１６番目、公園維持管理事業

です。これも先ほどから出ていますが、明

和池公園で実証実験をやっていただいて、

安威川以南でも、いろいろにぎわいづくり

をやられたりしています。その後、公園の

にぎわいづくりというものを民間に委ね

るというか、それを促しながら、いろいろ

協力していく体制に変えられました。 

 その中に、全国的にいうと、特色のある

公園づくりとか、ルールづくりとか、いろ

んなものが出てきたんやと思いますけど

も、大事なのは緑の基本計画、これは非常

によくできた計画やと思ってまして、これ

に基づいて公園の管理をしていくという

のは非常に大事です。その中には、市民と

協働で公園づくりに取り組んでいくこと

も載っています。令和７年度までの計画な

ので、つくり替える時期になると思うんで
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すけども、今後の課題も踏まえて、この緑

の基本計画について、どのように考えてお

られるのか。代表質問のときもおっしゃっ

ていただきましたけど、国や府の考え方を

入れてつくっていきたいという答弁はい

ただいていますが、もう少し踏み込んで、

後期計画の考え方、それから今言ったよう

な課題とかも踏まえて、緑の基本計画の後

期計画について、教えていただきたいと思

います。 

 １７番目、自主防災組織支援事業です。 

 予算概要１０８ページ、６０万円の予算

がついております。令和７年度で予定され

ている中身について、それから自治会が残

念ながら解散をするという場合もあると

思いますが、そういう場合の関わり方です。

防災訓練なんかの関わり方、防災に対する

関わり方、どんなふうに推奨されているの

か、あとどんなふうになっていってるのか、

実態はどうなのかということも踏まえて、

御答弁ください。 

 １８番目、防災資機材及び備蓄用品整備

事業です。 

 これも先ほど、議論がありました。いろ

んなものが買い足されるということでご

ざいまして、これはこれで大事なことやと

思います。ただ、点検をしないといけない

もの、例えば、発電機です。エンジン式の

発電機について、本来は月に１回ぐらいエ

ンジンをかけて動かしておかないと動か

なくなってしまうんです。現に、明和池公

園に入れてある発電機が動かないという

のが発生しているようですが、各小学校の

コミュニティ防災資機材倉庫の中には発

電機が置いてあります。月に１回でも、２

か月に１回でも動かして、点検をしていく

のかについて、先日ですが問題になりまし

た。この考え方について、聞いておきたい

と思います。 

 １９番目、防災訓練事業です。 

 予算概要１０８ページになります。防災

訓練事業として、防災演習を再開されると

いうことでございますが、この防災演習に

ついて、もう少し具体的にどんなふうにさ

れる予定になっているのか、教えていただ

きたいと思います。 

 次に２０番目、避難所運営マニュアルの

策定についてです。 

 予算概要１１０ページで、三宅地区から

始まりまして、今、味舌東地区で進められ

ていると思います。令和７年度で、どうい

うふうに取り組んでいかれるのかについ

て、まず教えてください。 

 それから２１番、表示板製作委託料につ

いて、同じく１１０ページ、２３万１，０

００円です。出前講座で、避難所と緊急避

難場所の区別が分かりにくいという声が

非常に多かったことから、表示板製作に至

ったと思いますが、中身について聞いてみ

たいと思います。 

 ２２番、同じく１１０ページ、防災マッ

プ作成委託料です。この委託料５６４万４，

０００円の中身、作成する場所について、

教えていただきたいと思います。 

 次に２３番目、マンホールトイレ整備負

担金です。 

 これも先ほど、議論に上がっていました。

令和７年度は３か所、学校でマンホールト

イレを設置されるということでございま

す。トイレは非常に大事やと、環境を整え

ていくというように、災害関連死を防ぐ最

低ラインはトイレをちゃんとせなあかん

とか、あと食べるとかいろいろあります。

石破総理が、１１月２９日に所信表明演説

で、「避難所の生活環境を改善し、災害関

連死を防ぐためにもスフィア基準を発災
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後早急に、全ての避難所で満たすことがで

きるよう、事前防災を進める」と言われま

した。そういう意味ではトイレも非常に大

事であると思うんですけれども、事前防災

について、どんな考え方を持っておられる

のか。今回はトイレということになります

けども、前に国土交通省と大阪府、それか

ら摂津市の防災危機管理課とで、旧三宅小

学校の体育館で防災訓練をしたことがあ

ります。その際、国土交通省がトイレトレ

ーラーを持ってきたんです。こういうのも

ぜひ導入していただきたい。普通にあるト

イレとそう変わりません、同じような形を

しているんですけども、そういうものにつ

いても言及をしていただいて、お答えいた

だきたいと思います。 

 次も２３番、タイムライン防災・全国ネ

ットワーク国民会議負担金についてでご

ざいます。 

 同じく１１０ページに載っていますの

で、このタイムライン防災・全国ネットワ

ーク国民会議負担金として５万円が支出

されています。この中身について、教えて

いただけるでしょうか。 

 ２４番目、防災士取得費用助成金につい

て、同じく１１０ページにあります。 

 防災士取得費用助成金３０万円ですが、

この中身についてと、それから令和６年度

の実績も併せて教えてください。 

 ２５番目、個別避難計画の策定について、

同じく１１０ページに載っています。 

 個別避難計画の策定については、とにか

く一人も犠牲者を出さないという考えの

中で、要支援者を援護するために個別計画

をつくっていくというものが国から奨励

されていまして、進めていくために取り組

んでおられますけども、令和７年度での取

組について教えてください。 

 次、２６番目、最後です。広域避難の検

討についてです。 

 代表質問でもお聞きしました。今、万博

の駐車場とかを具体的に指定するための

協議を進めているということでございま

したので、スケジュールも併せて、もう一

度改めてお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課に

係ります御質問にお答えいたします。 

 最初に、財産売払収入についてのお問い

でございました。 

 財産収入で、土地売払収入が幾つか上が

っております。その中で都市計画課の部分

についてのことでございますが、こちらに

つきましては、令和７年４月末に商業施設

の２街区の建築物が完成する予定で、その

部分について、特定建築者と敷地の譲渡契

約が交わされているところで、譲渡して、

代金をもらうという土地売払収入になっ

ていると、理解をしております。 

 資産活用課につきましては、これは今ま

で使用していた別府公民館の施設がもう

使われなくなった部分の跡地と、あと、旧

市民活動支援センターも跡地となってお

ります部分について、土地売払収入という

ところで予算を計上させていただいてお

ります。 

 次に、地方交付税の令和７年度予算が上

がっているけれども、その上振れの可能性

でございます。 

 これにつきましては、７月の算定の時期

が来ませんとはっきりしたことは申し上

げられませんけれども、当初の算定で、地

方職員給与改定の分がどれぐらい見込ま

れるかについては、そこがほかの需要額と

合わせて、基準財政の収入、税等よりも上
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回る部分が、我々が想定しているところよ

りも大きくなってくることがあれば、４億

円以上という可能性はあると思います。た

だ、今のところ、判断がしづらいものでご

ざいます。 

 令和６年度については、再算定というこ

とで、今回、補正予算を上げさせていただ

いおります。令和７年度についての国税の

税収が多ければ、それで再算定という可能

性もなくはないと考えておるところでご

ざいます。 

 あと、年度末の不用額の予測についてで

ございます。 

 令和６年度の不用額につきましては、今

回の第１０号補正で、約１０億円の不用額

が出ているというところで、財政調整基金

に積立てを行っておるところでございま

す。 

 ここからまた、３月に決算見込みを各課

に聞いて、全体の決算見込みを考えていき

ます。 

 実際に、中期財政見通しで、取崩しの額

自体は、主要基金では十数億円と思ってお

りますので、その辺りの基金の取崩しが済

めばという予測はしております。 

 あと、新しい公共工事の設計の労務単価、

また、この３月から単価を引き上げるとい

う通知がございました。その影響のところ

はどうかというお話かと思います。 

 基本的に予算を組むときには、その増加

の部分は見込んだ形で予算を組んでおり

ます。補正を行わないといけない状況にな

るかといいますと、先ほど、委員もおっし

ゃられましたように、工事等であれば、入

札等を行いますので、この部分での落札率

で不用額が出てくるという可能性も大い

にあるかと思います。実際、必要に応じて

考えていくところではございますが、今の

ところ、予算に関係して特に大きな影響は

ないかと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号６番、防犯カ

メラ設置事業に対しての問いにお答えい

たします。 

 まず、防犯カメラは多いのか、少ないの

かというお話でございます。 

 これに関しましては、正直申し上げて、

答えはございません。各近隣の自治体でい

ろいろと比較したデータは持ち合わせて

おり、高槻市、茨木市などは人口密集地と

山間部があって人口の密集度が全然異な

りますもので、例えば、１，０００人当た

りの台数でありますとか、１平方キロメー

トル当たりの設置台数とか、数字は持って

おりますけども、その数字の比較そのもの

に何の意味もないと思っております。 

 ただ、防犯カメラそのものの犯罪抑止力

とか、捜査能力に対する貢献度は非常に大

きいものがございます。 

 防犯カメラ設置以降、警察の照会件数は

右肩上がりでございまして、ここ数年でい

いますと、年間で３００件から４００件の

問合せがございます。それが犯罪の捜査、

事故の捜索にどれほど役立ってるかとい

うのは市側では分かりかねますけれども、

恐らく、その照会件数があることを考えま

すと、非常に貢献してきているのではない

かと思います。犯罪発生件数についても、

これが防犯カメラの台数の増加によって、

比例的にといいますか、即座に短絡的に関

連して減るものではないと思いますけれ

ども、ここ十数年でいいますと、確実に減

少傾向にあるのは、事実であります。それ

が防犯カメラによるところがあるのであ

れば、やめる理由にはならないのかと考え
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ているところでございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 それでは、藤浦委員の７

番目の質問にお答えさせていただきます。 

 道路交通法改正によりまして、自転車の

罰則が強化されたということで、令和７年

度の取組でございます。まず、令和６年度

の取組を紹介させていただきたいんです

けども、令和６年１１月の改正道路交通法

が施行されるタイミングに合わせまして、

広報紙やＬＩＮＥ、市内主要駅でのチラシ

を入れたティッシュの配布、それから摂津

警察署と連携し、様々な方法で市民への周

知を行ったところでございます。 

 また、改正道路交通法の内容及び自転車

運転者講習の対象となる危険行為一覧が

記載されたチラシを令和６年度予算で購

入しております。令和７年度以降も、引き

続いて摂津警察署と連携して、街頭啓発で

のチラシの配布やチラシを活用した交通

安全教室などにより、広く市民に啓発して

まいるところでございます。 

 令和７年度につきましては、新たな啓発

対象として、運転免許証を保持せず、更新

時に係る講習等を受講したことがない方

をターゲットにしました交通安全講習に

ついて、摂津警察署と検討しているところ

でございます。 

 続きまして、シェアサイクルの令和７年

度の取組で増設されるのかどうかの御質

問についてお答えさせていただきます。 

 シェアサイクルポートの設置予定につ

いて、令和６年１２月時点で、市内４５か

所でラックを設置しており、毎年増設して

いる状況でございます。主に公共施設や公

園に設置しております。 

 運営会社であるソフトバンク系のＯｐ

ｅｎＳｔｒｅｅｔが、それ以外の民用地に

ついても足を運んで、増設を図っていると

ころではございます。令和７年度以降も交

渉が成立したところは、ＯｐｅｎＳｔｒｅ

ｅｔで設置していく予定であります。場所

について等は確定でございません。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、質問番号

９番の都市再生地籍調査事業についての

御質問にお答えいたします。令和７年度の

取組の場所のお問いでございました。 

 現地調査、境界測量等を実施させていた

だく場所につきましては、鶴野２丁目地内

の一部、０．０３平方キロメートル、３ヘ

クタールの場所を予定いたしております。 

 続きまして、質問番号１０番、駅前広場

施設管理事業におけます御質問にお答え

いたします。 

 予算を計上させていただいております

手数料でございます。 

 この内容につきましては、千里丘駅東口

駅前広場再整備の工事着手に向けまして

の移転補償費用算定に要する経費でござ

います。 

 具体的には、駅前広場内の駐輪ラックと、

施工に係る範囲内で支障となる物件移転

補償に係る算定を見込んでおります。 

 続きまして、委託料ということで、工事

着手支援業務委託料の内容でございます。

こちらにつきましても、同様に東口駅前広

場再整備の工事着手に向けての支援業務

に要する経費を計上させていただいてお

ります。 

 具体的に申しますと、駅前広場でござい

ますので、ＪＲ千里丘駅の駅舎に建設をい

たしますのと、ＪＲの軌道にも建設する関

係がございます。駅前広場の用地につきま
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しても、一部ＪＲ西日本の用地が絡んでま

いります。それと合わせまして、ローター

リー内のバス、タクシー事業者、当然交通

の関係になってまいりますと、摂津警察署

のほか、駅と連絡するフォルテ摂津の再開

発ビルを管理いたします摂津土地開発株

式会社、同様にこのビルの管理組合、それ

から店舗等の様々な関係者がいらっしゃ

いますので、その各関係者との協議を調え、

工事発注に向けた手続など、一連の業務を

委託するものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 それでは、１１番目の千

里丘三島線一部未整備の箇所に係る今後

の進め方についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 先ほどの安藤委員のときにも御説明さ

せていただきましたように、現在、係争中

でございます。その裁判の行方を見ていく

のが、まず一つでございますが、仮に判決

で確定した後は、ほかの道路交通課、建設

部としては、他の道路の拡幅事業も行って

おります。同じ千里丘三島線の三島工区、

それ以外にも実施してるところがありま

すので、マンパワー、それと財政状況も踏

まえて、どうしていくかとは検討していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 特定空家対策事業

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、本市の特定空家に対する取組につ

きましては、特定空家を増やしていかない

という形で取組を続けておるところでご

ざいます。計画の中でも基本的にそういう

形で進めるものとしております。 

 令和６年度予算の支出状況でございま

すけど、所有者法定相続人の調査につきま

して、１件支出の実績がございます。 

 また、本市の特定空家を増やさないとい

う取組の効果かどうかは、定かではござい

ませんけど、住宅統計調査の令和５年度の

実績が２月末に公表されたところでござ

います。 

 その結果の数字だけ、あくまでも統計調

査でございますけど、平成３０年につきま

しては、摂津市内１３．８％の空き家があ

ったということになっておりますけど、令

和５年度の概要値では１１．４％、少し減

少傾向にあるという結果が示されておる

ところでございます。 

 続きまして、多世帯同居・近居支援事業

についての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、令和７年度の予算につきましても、

令和６年度と同等の予算の要求をさせて

いただいております。 

 令和６年度の実績としましては、本日現

在まででございますけど、住宅取得につき

ましては１８件、リフォームにつきまして

３件、転居につきまして６件の申請状況と

なっております。 

 この制度の周知方法でございますけど、

転入時におきまして、市民課で、転入者向

けのチラシの中に同封していただくのと、

あとホームページによる周知を実施して

おるところでございます。 

 続きまして、耐震改修促進計画改定委託

料についてでございます。 

 この委託業者につきましては、通常の手

続を取りまして、財政課に事務執行依頼を

出しまして、入札にて業者を決定していく

という流れになってまいります。 

 狭隘道路整備事業についてでございま

す。この事前の協議事務につきましては、
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道路管理課で実施しておりますので、無償

契約等につきましては、寺田副理事より答

弁させていただきます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、質問番号

１５番の狭隘道路拡幅に係ります、令和６

年度２月末時点でございますが、道路管理

課へ寄せられている相談件数の内訳とい

うことでお問いがございました。 

 相談件数は４８件でございます。そのう

ち中心後退、側溝部分も含めて応じていた

だいているというのが２８件でございま

す。そのうち、寄附としていただいている

のは１件、土地の無償使用貸借でいただい

ているのは１７件、それ以外の１０件につ

いては自主管理ということでございます。 

 先ほど、藤浦委員からお示しがありまし

たように、狭小宅地での道路後退という部

分で、その辺りのことも事情としてはある

かと原課としては感じておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 それでは１６番目

の緑の基本計画についての御質問にお答

えいたします。 

 令和６年の都市緑地法の改正を受けま

して、国では、緑の基本方針を策定されて

おります。 

 また、都道府県の広域計画が新たに位置

づけられております。 

 市町村の計画に関しましては、これらに

即していく必要がありますので、国が示す

緑の基本方針の内容を分析し、理解してい

くことがまずは必要と考えております。 

 また、大阪府におかれましては、計画の

改定に着手しているとお聞きしておりま

すので、これらの動向についても注視しな

がら把握しておく必要があると考えてお

ります。 

 また、緑の基本計画の中で、緑被率を目

標設定として示すべきとされております。

この緑被率の算定方法につきましても、今

後、国が新たに示すということでございま

すので、これについても動きを注視してい

く必要があると考えております。 

 また、これまでの都市緑地法の改正にお

いて、公園の整備及び管理の方針も緑の基

本計画に記載すべきとされておりまして、

その方針例なども国で示されております

ので、そうした内容の分析をしっかりとま

ずはやっていく必要があると考えており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号１７番の自

主防災訓練の御質問にお答えいたします。 

 自主防災訓練につきましては、各校区、

地区ごとに年間スケジュールが決められ

ると認識しております。役所内の様々な部

署が参加しておりますので、そこと調整し

ながら確認してまいりたいと思っており

ます。 

 自治会が解散した場合の関わり方につ

いてでございます。自主防災組織は、そも

そも基本的に校区、地区単位でございまし

て、個別の自治会、町会が解散されたとし

ても、関わっていただくことになっており

ます。 

 次に、質問番号１８番の発電機のエンジ

ンのお話でございます。 

 コミュニティ防災資機材倉庫にあるガ

ソリンで動く発電機については、防災危機

管理課で点検を行った後、動く状態が確認

できましたら、自主防災訓練等の際に必ず

点検を行っていただくような仕組みを構
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築していきたいと考えております。 

 それから質問番号１９番の防災訓練に

関するお問いでございます。 

 令和７年度につきましては、令和元年度

以降できていなかった防災訓練を再開す

る予定としております。演習内容につきま

しては、水防工法のほか、情報収集伝達演

習、避難工法演習、災害復旧演習、電力復

旧演習、通信設備復旧演習、救援物資搬送

演習、ＬＰガス設備復旧演習、飲料水供給

演習、非常食炊き出し演習、応急救護演習、

救出救助演習等を予定しております。 

 そして、令和７年度から新たに検討をし

ておる内容につきましては２点ございま

す。救出救助演習において、昨年締結いた

しましたドローン事業者との連携、それか

ら本市の消防本部と自衛隊との連携等を

検討しているほか、非常食の炊き出し演習

においては、キッチンカーによる炊き出し

も検討しておる段階でございます。 

 続きまして、質問番号２０番の避難所運

用マニュアルの策定に対するお問いでご

ざいます。 

 令和５年度につきましては、子育て総合

支援センター遊戯室、令和６年度につきま

しては、旧味舌東小学校区で、安威川公民

館と市民図書館の作成をしております。 

 そして令和７年度につきましては、旧味

舌東小学校区のうち、まだ、味舌小学校と

正雀体育館が、策定できておりませんので、

まずはそこからスタートすることになり、

それが完成した後に他校区へ展開してい

くといった流れになります。 

 次に、質問番号２１番、表示板製作委託

料のお問いに対してお答えいたします。 

 中身についてでございますけれども、こ

の避難所看板につきましては、令和６年度

で１４か所実施しましたが、それにつきま

しては国の社会資本整備総合交付金の範

囲で実施したため、全ての避難所の看板を

更新するには至っておりません。令和７年

度は、残る９か所の看板の設置をしてまい

りたいと思っております。 

 具体的な避難所看板の更新の内容につ

きましては、避難所、緊急避難場所の区別、

それからピクトグラム表示、優しい日本語

による表記、想定浸水深の表記、災害種別

ごとの使用の可否を表示した看板に更新

しておるところでございます。 

 次に、質問番号２２番の防災マップ作成

委託料に関するお問いでございます。 

 こちらは、令和５年度には鳥飼北小学校

区、それから令和６年度には鳥飼東小学校

区で実施してまいりましたが、令和７年度

につきましても水害による浸水リスクの

高い安威川以南を対象に実施してまいり

たいと考えておるところでございます。 

 次に、質問番号２３番のマンホールトイ

レ整備負担金についてでございます。 

 令和７年度は、第五中学校、それから鳥

飼小学校、鳥飼北小学校の工事及び令和８

年度実施分の設計を予定しております。 

 次に、質問番号２４番の御質問にお答え

いたします。 

 こちらにつきましては、タイムライン防

災・全国ネットワーク国民会議というもの

に本市も参加しておりまして、全国で５０

自治体が参加しております。その会議体に

対する負担金でございます。 

 次に、質問番号２５番の防災士取得費用

助成金に関する御質問でございます。 

 こちらは、防災士の取得に係る費用のう

ち、３万円を上限に２分の１を助成する制

度でございまして、令和６年度の実績とい

たしましては、男性６名、女性３名、計９

名に対して助成を行っております。 
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 次に、質問番号２６番の個別避難計画の

策定に関する御質問にお答えいたします。 

 個別避難計画につきましては、避難行動

要支援者ごとの避難支援等を実施するた

めの計画でございます。令和３年５月の災

害対策基本法の改正によりまして、個別避

難計画の作成が市町村の努力義務となり

ました。作成に当たりましては、避難行動

要支援者のうち、作成の優先順位が高いと

市町村が考えるものについて作成に取り

組むこととされております。 

 本市では、難病を抱える患者が最も優先

順位が高いと判断し、茨木保健所と連携し、

対象者の御自宅を訪問して、意向を聴かせ

ていただきながら、避難先となる候補施設

と交渉を重ね、令和６年度、２件の個別避

難計画を作成するに至りました。 

 次に、質問番号２７番の広域避難につい

ての御質問にお答えいたします。 

 現在、大阪府、それから施設の管理者と

関係自治体との間で万博公園の東駐車場、

それから大阪大学の敷地の一部について、

運用を図るべく、細目の協議をしておると

ころでございます。そちらが整えば、先方

と具体の詰めの作業といいますか、協定の

作業に入ってくるものと思われます。 

 以上です。 

○野口博委員長 本日の委員会はこれで

終わります。 

（午後４時３６分 散会） 
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